
2024.8  SUMMER

vol.74木栃 保国の

栃木県国民健康保険団体連合会

特集記事
アスリートから学ぶ健康法！ 　― 栃木ゴールデンブレーブス　中村 拓馬 選手  ―

特別寄稿
第１回　歯と口腔の健康づくり～ 歯科における認知症対応について ～　
突撃ルポ　保険者みてある記

第143回　那須烏山市　～新たな未来への第一歩 市民が主役のまち～



目次

巻頭言

「歴史が証明する
 安心して暮らせるまち
 しもつけ」

1 

「こころとからだの健康に良いことを」
矢板市　健康増進課　課長　高橋　理子

栃木県保健福祉部国保医療課

栃木県国民健康保険団体連合会

19

国保連合会からのお知らせ・編集後記37

私の趣味と健康法

突撃ルポ 保険者みてある記

新たな未来への第一歩　
市民が主役のまち　　

第143回　那須烏山市
20

メインテーマ
・令和６年度通常総会の開催

・令和６年度国民健康保険事業運営に係る  
   留意事項

2 

特別寄稿

歯と口腔の健康づくり　
～ 歯科における認知症対応について ～

第1回

28 

栃木県歯科医師会常務理事　印南　秀之

栃木ゴールデンブレーブス�
中村　拓馬　選手

26 

保健師活動報告
青年期から高齢期まで
仲間と楽しく健康づくり

那珂川町　健康福祉課　健康増進係　佐藤　理瑛
那珂川町　地域包括支援センター　大金　葵

30

「那須烏山市小塙地区のひまわり畑」
表紙説明

33 ただいまこくほ最前線

“好き”で暑さを乗り切ろう！！
上三川町　住民課　国保年金係

呉井　江利佳

歴史溢れる街！壬生町！　
壬生町　住民課　国保年金係

加藤　舞

佐野市

保険者だより

佐野市の保健事業　
25

御朱印でめぐる　栃木の社寺

リポート記事

36

35

平柳星宮神社

令和６年度保険料（税）徴収事務担当
者研修会（基礎編）

例年８月中旬に見ごろを迎え、
多くの見物客で賑わっています。
また、夏のフォトスポットとして
も人気です。
ひまわり畑のすぐそばをJR烏
山線が走っており、車窓からも一
面に広がる大輪の花を楽しむこと
ができます。

2024.8  SUMMER

vol.74木栃 保国の

栃木県国民健康保険団体連合会

特集記事
アスリートから学ぶ健康法！ 　― 栃木ゴールデンブレーブス　中村 拓馬 選手  ―

特別寄稿
第１回　歯と口腔の健康づくり～ 歯科における認知症対応について ～　
突撃ルポ　保険者みてある記

第143回　那須烏山市　～新たな未来への第一歩 市民が主役のまち～

下野市長　坂村　哲也

アスリートから学ぶ健康法！



巻 頭 言

下野市長

坂村　哲也

下
野
市
は
、
自
治
医
科
大
学
附
属
病
院
や

多
く
の
医
療
機
関
が
立
地
し
て
い
る
こ
と
か

ら
地
域
医
療
体
制
が
充
実
し
て
い
る
こ
と
、

北
関
東
自
動
車
道
や
新
４
号
国
道
な
ど
の
主

要
幹
線
道
路
網
と
Ｊ
Ｒ
宇
都
宮
線
の
３
つ
の

駅
が
あ
り
交
通
利
便
性
に
優
れ
て
い
る
こ
と

が
特
徴
で
あ
り
、
３
駅
周
辺
に
は
、
コ
ン
パ

ク
ト
で
住
環
境
の
整
っ
た
市
街
地
が
形
成
さ

れ
て
い
ま
す
。
市
街
地
か
ら
す
こ
し
離
れ
る

と
美
し
い
田
園
風
景
が
広
が
り
、
鬼
怒
川
、

田
川
、
姿
川
の
豊
か
な
水
の
恵
み
を
受
け
た

肥
沃
な
土
地
と
首
都
圏
の
一
大
消
費
地
を
背

景
と
し
た
都
市
近
郊
農
業
が
盛
ん
で
、
か
ん

ぴ
ょ
う
の
生
産
量
は
日
本
一
を
誇
り
ま
す
。

先
頃
、
民
間
事
業
者
に
よ
る
「
街
の
住
み

こ
こ
ち
ラ
ン
キ
ン
グ
２
０
２
４
」
の
栃
木
県

版
が
発
表
さ
れ
、
本
市
は
、
栃
木
県
25
自
治

体
中
２
年
連
続
第
２
位
の
評
価
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。「
交
通
利
便
性
」、「
行
政
サ
ー
ビ

ス
」、「
親
し
み
や
す
さ
」、「
防
災
」
の
４
つ

の
分
類
で
は
第
１
位
の
評
価
を
い
た
だ
き
、

良
好
な
住
環
境
と
利
便
性
を
兼
ね
備
え
た
点

が
本
市
の
強
み
で
あ
る
こ
と
を
再
認
識
し
た

と
こ
ろ
で
す
。

ま
た
、
本
市
に
は
、
古
墳
時
代
か
ら
飛
鳥

時
代
へ
の
移
り
変
わ
り
を
表
す
史
跡
が
集
中

し
、
歴
史
創
造
の
舞
台
と
な
っ
た
飛
鳥
地
方

と
共
通
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
東
の
飛
鳥
』

と
名
付
け
、
歴
史
が
証
明
す
る
安
心
し
て
暮

ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
お
り
ま
す
。

歴
史
が
物
語
る
「
災
害
が
少
な
く
自
然
が
豊

か
で
暮
ら
し
や
す
い
土
地
」、す
な
わ
ち
「
く

ら
し
」
に
「
ウ
ッ
テ
ツ
ケ
」
な
場
所
で
あ
っ

た
と
い
う
魅
力
を
市
内
外
の
方
々
に
知
っ
て

い
た
だ
く
取
り
組
み
と
し
て
、「
シ
モ
ツ
ケ

く
ら
し
ウ
ッ
テ
ツ
ケ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
展

開
し
て
お
り
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
き
っ

か
け
と
し
て
、
多
く
の
方
々
が
こ
の
土
地
の

歴
史
や
暮
ら
し
や
す
さ
に
興
味
を
も
っ
て
い

た
だ
け
た
ら
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

さ
て
、
国
民
健
康
保
険
に
つ
き
ま
し
て
は
、

医
療
保
険
制
度
を
取
り
巻
く
環
境
は
大
き
く

変
化
し
て
き
て
お
り
ま
す
。
本
市
に
お
き
ま

し
て
も
、
急
速
な
高
齢
化
や
医
療
技
術
の
高

度
化
等
に
よ
る
保
険
給
付
費
の
増
大
は
避
け

ら
れ
な
い
状
況
に
あ
る
な
か
で
の
税
収
確
保

な
ど
厳
し
い
財
政
運
営
を
強
い
ら
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
将
来
的
な
医
療
費
の
伸
び
を
抑

制
す
る
た
め
の
効
果
的
な
取
り
組
み
が
大
変

重
要
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

今
後
は
、
令
和
６
年
度
よ
り
改
定
し
ま
し

た
「
第
３
期
下
野
市
国
民
健
康
保
険
デ
ー
タ

ヘ
ル
ス
計
画
」
及
び
「
下
野
市
国
民
健
康
保

険
特
定
健
康
診
査
等
実
施
計
画
（
第
４
期
）」

に
基
づ
き
、
引
き
続
き
保
健
事
業
に
力
を
入

れ
、
特
定
健
診
未
受
診
者
対
策
や
糖
尿
病
等

の
生
活
習
慣
病
の
発
症
、
重
症
化
予
防
と
医

療
費
の
適
正
化
に
取
り
組
み
な
が
ら
、
被
保

険
者
の
健
康
管
理
意
識
の
改
善
を
図
り
、
財

政
の
健
全
化
と
安
定
し
た
国
民
健
康
保
険
運

営
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

「
歴
史
が
証
明
す
る

　

    

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち　

し
も
つ
け
」
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令
和
６
年
７
月
25
日
（
木
）
本

会
９
階
大
会
議
室
に
お
い
て
通
常

総
会
が
開
催
さ
れ
、
令
和
５
年
度

事
業
報
告
及
び
一
般
・
特
別
両
会

計
歳
入
歳
出
決
算
等
11
議
案
す
べ

て
が
原
案
ど
お
り
可
決
承
認
さ
れ

ま
し
た
。

状
況
を
注
視
し
、
適
切
な
業
務
に

あ
た
る

開
会
に
あ
た
り
、  

塚
理
事
長

（
さ
く
ら
市
長
）
は
、
去
る
６
月

21
日
に
「
骨
太
の
方
針
２
０
２

４
」
が
閣
議
決
定
さ
れ
た
こ
と
に

つ
い
て
触
れ
「
本
方
針
に
お
い
て

は
、「
医
療
・
介
護
・
こ
ど
も
Ｄ

Ｘ
」
の
中
で
、
マ
イ
ナ
保
険
証
を

基
本
と
す
る
仕
組
み
へ
の
移
行
を

推
進
す
る
ほ
か
、
全
国
医
療
情
報

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
構
築
、
予

防
接
種
事
務
の
デ
ジ
タ
ル
化
、
母

子
保
健
等
に
お
け
る
こ
ど
も
政
策

Ｄ
Ｘ
を
推
進
す
る
こ
と
が
明
記
さ

れ
て
い
る
。
本
会
に
て
担
う
業
務

も
あ
る
こ
と
か
ら
、
引
き
続
き
状

況
を
注
視
し
て
参
り
た
い
。」
と

考
え
を
述
べ
ま
し
た
。

本
会
を
取
り
巻
く
情
勢　

―
国
保
総
合
シ
ス
テ
ム
の
更
改
・

税
制
改
正
に
係
る
国
保
連
合
会
事

業
の
非
課
税
化
へ
の
対
応
―

　

塚
理
事
長
よ
り
本
会
を
取
り

巻
く
情
勢
に
つ
い
て
２
点
説
明
が

あ
り
ま
し
た
。

１
点
目
が
、
国
保
総
合
シ
ス
テ

ム
の
更
改
に
つ
い
て
で
す
。
国
保

総
合
シ
ス
テ
ム
は
、
本
年
１
月
に

ク
ラ
ウ
ド
化
さ
れ
、
４
月
か
ら
は

支
払
基
金
シ
ス
テ
ム
と
受
付
領
域

を
共
同
利
用
し
て
い
ま
す
。「
現

在
、
審
査
領
域
を
共
同
利
用
す
る

た
め
の
シ
ス
テ
ム
開
発
に
向
け

た
検
討
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
だ

が
、
開
発
費
用
や
保
守
・
運
用
費

を
賄
う
財
源
不
足
へ
の
対
応
と
し

て
、
昨
年
度
に
引
き
続
き
、
本
日

の
総
会
に
お
い
て
決
議
を
行
っ
た

う
え
で
、
国
庫
補
助
の
要
請
活
動

を
行
っ
て
参
り
た
い
。」
と
述
べ

ま
し
た
。

２
点
目
が
、
令
和
６
年
度
税
制

事業報告・歳入歳出決算など全議案を可決承認

改
正
に
係
る
国
保
連
合
会
事
業
の

非
課
税
化
へ
の
対
応
に
つ
い
て
で

す
。
令
和
６
年
度
税
制
改
正
に
よ

り
、
本
会
業
務
の
う
ち
一
定
の
要

件
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

法
人
税
課
税
対
象
で
あ
る
収
益

事
業
か
ら
除
外
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

「
税
制
改
正
の
結
果
、
予
算
補
正
・

規
則
改
正
な
ど
、
理
事
会
、
総
会

に
諮
る
事
項
も
含
ま
れ
て
い
る
。

８
月
以
降
、
書
面
に
よ
る
臨
時
理

事
会
・
総
会
を
開
催
し
、
関
連
議

案
の
審
議
を
お
願
い
し
た
い
」
と

述
べ
、
総
会
出
席
者
へ
理
解
と
協

力
を
求
め
ま
し
た
。

本
総
会
で
は
、
議
長
に
小
菅
町

長
（
壬
生
町
）
が
選
出
さ
れ
、
報

告
事
項
２
件
、
議
決
事
項
11
議
案

を
慎
重
に
審
議
し
、
全
議
決
事

項
が
原
案
ど
お
り
可
決
承
認
さ

れ
ま
し
た
。

△ 議長に選出された小菅町長
   （壬生町）

△ 開会挨拶をする花塚理事長
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Ⅰ 報告事項

報告第１号　理事長専決事項報告について
	１．令和5年度栃木県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別会計
　　（公費負担医療に関する診療報酬支払勘定）歳入歳出予算補正について

	 ２．令和6年度栃木県国民健康保険団体連合会一般会計歳入歳出予算補正について

報告第２号　規則の一部改正について
	 １．栃木県国民健康保険団体連合会保険者事務共同電算処理事業規則の一部改正

について

Ⅱ 議決事項

議案第	1号	 　令和5年度栃木県国民健康保険団体連合会事業報告の認定について
議案第	2号	 　令和5年度栃木県国民健康保険団体連合会一般会計歳入歳出決算の認

定について
議案第	3号	 　令和5年度栃木県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別会計

歳入歳出決算の認定について
議案第	4号	 　令和5年度栃木県国民健康保険団体連合会後期高齢者医療事業関係業

務特別会計歳入歳出決算の認定について
議案第	5号	 　令和5年度栃木県国民健康保険団体連合会第三者行為損害賠償求償事

務共同処理事業特別会計歳入歳出決算の認定について
議案第	6号	 　令和5年度栃木県国民健康保険団体連合会介護保険事業関係業務特別

会計歳入歳出決算の認定について
議案第	7号	 　令和5年度栃木県国民健康保険団体連合会障害者総合支援法関係業務

等特別会計歳入歳出決算の認定について
議案第	8号	 　令和5年度栃木県国民健康保険団体連合会特定健診保健指導費用決済

業務特別会計歳入歳出決算の認定について
議案第	9号	 　令和5年度栃木県国民健康保険団体連合会職員厚生資金貸付金特別会

計歳入歳出決算の認定について
議案第	10号		　令和6年度栃木県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別会計

（業務勘定）歳入歳出予算補正について
議案第	11号　		国保総合システムの更改に伴う費用に係る令和7年度国庫補助要求の

決議について

Ⅲ そ　の　他

令和６年度栃木県国民健康保険団体連合会通常総会　
附議事項
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令和５年度栃木県国民健康保険団体連合会事業報告書
　令和５年度の事業については、令和５年２月 13 日開催の通常総会で議決された事業計画に基づき、県及び関係機関と連携を
図り、保険者に満足してもらえる成果を生み出すために、次の各種事業を行いましたので、その概況を報告します。

第１　国民健康保険事業の安定的運営
国民健康保険事業の安定的運営に向けて保険者と連携を密にし、事務の効率化、調査研究、価値ある情報の提供に努めた。

また、高いコスト意識を持って経費削減に努めるとともに、審査支払機能に関する改革工程表への対応に向けて計画的に財源
確保を行うなど、健全な財政運営を推進した。

さらに、医療保険制度を将来にわたって持続可能で安定的な制度にするため、引き続き国保関係者が一丸となり、国保制度
の改善と財政強化に向けた運動を展開した。

第２　成果を上げる国民健康保険・後期高齢者医療診療報酬審査支払事業等の展開
審査事務共助の充実強化及び審査委員会への情報提供等による効率的なレセプト審査体制の強化を図った。また、審査支払

機能に関する改革工程表に基づく審査基準の原則全国統一や、整合的なコンピュータチェックの実現に向けた影響を踏まえ、
業務プロセスの見直しなどの効率化を進めるとともに、職員の理解力向上に努めた。

さらに、オンライン資格確認によるレセプトの振替・分割、普通交付金収納事務、出産育児一時金等支払業務、風しん追加
的対策事業及び新型コロナウイルスワクチン接種に係る請求支払業務のほか、後期高齢者医療事務代行業務についても適正な
事務処理に努めた。

第３　共同事業の効率的推進    
国保総合システム、国保情報集約システム及び国保データベース（KDB）システムの適正運用を行うほか、各種システムの機能

改善による保険者事務の効率化、保険者ニーズを踏まえた価値あるデータ提供等、保険者支援の更なる充実を図った。
また、第三者行為損害賠償求償事務については、保険者と情報を共有しながら、求償金の滞納防止に努めた。
さらに、海外療養費不正請求対策支援業務の適正執行と国保税賦課シミュレーション支援事業の充実に努め、事業の推進を図った。

第４　実効性のある保健事業の支援強化と特定健診等データ管理業務の適正執行
国保データベース（KDB）システムの活用による保健事業の推進、重複服薬者等訪問指導等支援事業による適正受診の促進

及び医療費適正化の推進、栃木県保険者協議会を通じた地域・職域保険の連携強化など、市町保健事業の支援を行った。
また、医療保険情報を活用したデータ分析、生活習慣病（予備群）減少のためのデータ提供活用支援、次期データヘルス計

画の策定支援等の充実を図るとともに、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施、特定健診受診率向上支援の充実強化等
により医療費適正化の推進に努めた。

さらに、特定健診等のデータ管理業務の適正執行を行い、保険者事務の効率化に努めた。

第５　介護保険・障害者総合支援事業関係業務の適正執行
介護給付費、障害者総合支援給付費等の審査支払業務を適正に執行した。また、保険者ニーズに沿った介護保険者事務共同

処理事業を展開するとともに、介護給付実績情報活用支援事業をモデル事業から本事業に移行し、一層の充実に努めた。
さらに、関係機関との連携を強化し、介護サービスの質の維持・向上を図った。

第６　新規事業への対応
国保中央会開発の国保総合システム、国保情報集約システム及び国保データベース（KDB）システムのクラウド環境への移

行のほか、関連する本会独自システムの更改に万全を期し、審査支払機能に関する改革工程表及び政府方針に適切に対応した。
また、国からの依頼に基づき、国民健康保険の適用除外となった外国人の情報提供業務のほか、令和５年度から導入された

ケアプランデータ連携システムに係るライセンス料の徴収業務、新設された障害福祉サービスデータベースへのデータ連携業
務を行うなど、公的機関として与えられた役割に適切に対応した。

さらに、次期介護保険審査支払等システムの更改（令和７年度）及びセキュリティ対策ソフトの変更を踏まえ、介護保険・
障害者総合支援に係る保険者端末の無償貸与を行うほか、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の審査支払業務の受託
に向けた整備を行った。

第７　成果を生み出す組織体制・事務運営等の整備
保険者に満足してもらえる成果を生み出す事業を効果的に進めるため、令和５年度本会事業計画の重点目標の取り組み方針

に沿って事務局体制の整備、職員の資質の向上、事務運営の改善に努めた。
また、組織の運営と業務の信頼性・有効性確保のため、情報セキュリティ強化に努めた。

第１　国民健康保険事業の安定的運営
第２　成果を上げる国民健康保険・後期高齢者医療診療報酬審査支払事業等の展開
第３　共同事業の効率的推進
第４　実効性のある保健事業の支援強化と特定健診等データ管理業務の適正執行
第５　介護保険・障害者総合支援事業関係業務の適正執行
第６　新規事業への対応
第７　成果を生み出す組織体制・事務運営等の整備
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令和 5 年度栃木県国民健康保険団体連合会一般・特別両会計歳入歳出決算の状況（対前年比）
（単位：円）

会　 計　 区　 分
歳入決算額 歳出決算額 歳入歳出差引額

令和4年度 令和5年度 前年比 令和4年度 令和5年度 前年比 令和4年度 令和5年度 前年比

一 般 会 計
(572,227,531) (531,215,799) 92.8% (568,191,554) (529,287,251) 93.2% (4,035,977) (1,928,548) 47.8%
2,012,159,843 531,215,799 26.4% 2,008,123,866 529,287,251 26.4% 4,035,977 1,928,548 47.8%

診
療
報
酬
審
査
支
払
特
別
会
計

業　務　勘　定
(1,509,716,018) (1,774,425,554) 117.5% (1,435,369,382) (1,657,805,012) 115.5% (74,346,636) (116,620,542) 156.9%
1,572,294,736 1,860,698,043 118.3% 1,497,893,047 1,744,062,692 116.4% 74,401,689 116,635,351 156.8%

支
払
勘
定

国民健康保険
診療報酬支払勘定 142,157,002,969 142,074,086,176 99.9% 142,126,664,101 142,044,442,318 99.9% 30,338,868 29,643,858 97.7%

公費負担医療に
関する診療報酬支

払勘定
4,314,857,030 4,176,807,725 96.8% 4,313,448,341 4,175,394,358 96.8% 1,408,689 1,413,367 100.3%

出産育児一時金等
に関する支払勘定 843,062,127 929,697,739 110.3% 843,062,127 929,697,739 110.3% 0 0 0.0%

抗体検査等費用に
関する支払勘定 3,558,204,794 1,254,494,217 35.3% 3,558,204,794 1,254,494,217 35.3% 0 0 0.0%

小　　　　計 150,873,126,920 148,435,085,857 98.4% 150,841,379,363 148,404,028,632 98.4% 31,747,557 31,057,225 97.8%

後
期
高
齢
者
医
療
事
業
関
係
業
務
特
別
会
計

業　務　勘　定
(825,383,422) (932,668,065) 113.0% (805,589,447) (894,580,550) 111.0% (19,793,975) (38,087,515) 192.4%
825,383,422 932,668,065 113.0% 805,589,447 894,580,550 111.0% 19,793,975 38,087,515 192.4%

支
払
勘
定

後期高齢者医療
診療報酬支払勘定 218,145,422,782 229,092,196,281 105.0% 218,135,896,064 229,082,629,664 105.0% 9,526,718 9,566,617 100.4%

公費負担医療に
関する診療報酬支

払勘定
1,703,717,422 1,468,133,765 86.2% 1,702,745,614 1,467,122,296 86.2% 971,808 1,011,469 104.1%

小　　　　計 219,849,140,204 230,560,330,046 104.9% 219,838,641,678 230,549,751,960 104.9% 10,498,526 10,578,086 100.8%

第三者行為損害賠償求償事務
共同処理事業特別会計

(17,899,375) (16,815,734) 93.9% (16,442,419) (13,951,932) 84.9% (1,456,956) (2,863,802) 196.6%
427,548,485 442,005,168 103.4% 426,091,529 439,141,366 103.1% 1,456,956 2,863,802 196.6%

介
護
保
険
事
業
関
係
業
務
特
別
会
計

業　務　勘　定
(213,889,106) (227,374,900) 106.3% (206,901,098) (217,050,351) 104.9% (6,988,008) (10,324,549) 147.7%
551,081,552 594,976,920 108.0% 543,967,932 584,454,371 107.4% 7,113,620 10,522,549 147.9%

支
払
勘
定

介護給付費
支払勘定 143,963,559,981 147,130,366,406 102.2% 143,962,963,523 147,129,769,948 102.2% 596,458 596,458 100.0%

公費負担医療に
関する報酬支払勘定 1,278,856,199 1,315,701,206 102.9% 1,278,852,152 1,315,697,159 102.9% 4,047 4,047 100.0%

小　　　　計 145,242,416,180 148,446,067,612 102.2% 145,241,815,675 148,445,467,107 102.2% 600,505 600,505 100.0%

障
害
者
総
合
支
援
法
関
係
業
務
等
特
別
会
計

業　務　勘　定
(83,915,527) (84,746,679) 101.0% (80,775,066) (83,332,672) 103.2% (3,140,461) (1,414,007) 45.0%
86,419,267 89,197,049 103.2% 83,247,666 87,739,672 105.4% 3,171,601 1,457,377 46.0%

支
払
勘
定

障害介護給付費
支払勘定 43,761,866,129 47,533,517,791 108.6% 43,761,844,725 47,533,496,387 108.6% 21,404 21,404 100.0%

障害児給付費
支払勘定 10,393,683,837 12,136,727,513 116.8% 10,393,683,837 12,136,727,513 116.8% 0 0 0.0%

小　　　　計 54,155,549,966 59,670,245,304 110.2% 54,155,528,562 59,670,223,900 110.2% 21,404 21,404 100.0%

特定健診保健指導費用
決済業務特別会計

(49,333,693) (49,853,130) 101.1% (48,897,300) (48,078,403) 98.3% (436,393) (1,774,727) 406.7%
1,380,759,070 1,404,475,687 101.7% 1,380,322,677 1,402,700,960 101.6% 436,393 1,774,727 406.7%

職員厚生資金貸付金特別会計 10,000,180	 10,005,798	 100.1% 500,180	 5,798	 皆減 9,500,000	 10,000,000	 105.3%

合　　　　　計
(3,272,364,672) (3,617,099,861) 110.5% (3,162,166,266) (3,444,086,171) 108.9% (110,198,406) (173,013,690) 157.0%
576,985,879,825	 592,976,971,348	 102.8% 576,823,101,622	 592,751,444,259	 102.8% 162,778,203	 225,527,089	 138.5%

【備考】上記表中、（	）内の数字は、各会計支払勘定、一般会計の介護職員処遇改善支援事業費及び福祉・介護職員処遇改善支援事業費、円滑導入関係諸費〔指定公
費請求支払事業（県内一般分・療養費分）、特別会計（国民健康保険診療報酬支払勘定）繰出金〕、保険者間調整受入金及び支出金、第三者行為損害賠償求償金、
介護保険事業関係業務特別会計の主治医意見書料、介護予防ケアマネジメント負担金、電子証明書発行手数料及びケアプランデータ連携システムライセンス料、
障害者総合支援法関係業務等特別会計の電子証明書発行手数料、特定健診費用決済業務を除いた数字（事務運営に要する経費）である。
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国
保
総
合
シ
ス
テ
ム
の
更
改
に
伴
う

費
用
に
係
る
令
和
７
年
度
国
庫
補
助

獲
得
の
た
め
の
要
請
活
動
に
つ
い
て

通
常
総
会
で
は
、
国
保
総
合
シ
ス
テ

ム
の
更
改
に
伴
う
費
用
に
係
る
令
和
７

年
度
国
庫
補
助
要
求
の
た
め
の
決
議
が

行
わ
れ
、
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

背
景令

和
３
年
３
月
31
日
に
厚
生
労
働
省
、

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
（
以

下
、「
支
払
基
金
」
と
い
う
。）
及
び
国

民
健
康
保
険
中
央
会
（
以
下
、「
中
央

会
」
と
い
う
。）
が
策
定
し
た
「
審
査

支
払
機
能
に
関
す
る
改
革
工
程
表
（
下

図
参
照
）」
の
実
現
に
向
け
、
中
央
会

及
び
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
（
以

下
、「
国
保
連
合
会
」
と
い
う
。）
に
お

い
て
、
次
期
国
保
総
合
シ
ス
テ
ム
の
開

発
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
ま
た
、

同
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
、
政
府
の
方

針
に
基
づ
き
ク
ラ
ウ
ド
化
を
行
う
と
と

も
に
、
支
払
基
金
の
審
査
支
払
シ
ス
テ

ム
と
の
整
合
性
の
実
現
（
受
付
領
域
の

共
同
利
用
、
審
査
領
域
の
業
務
要
件
の

整
合
性
の
確
保
）
に
対
応
し
た
シ
ス
テ

ム
開
発
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
中
、
令
和
６
年
（
２
０
２

４
年
）
４
月
の
更
改
で
は
ク
ラ
ウ
ド

サ
ー
ビ
ス
を
十
分
活
用
し
た
シ
ス
テ
ム

の
最
適
化
に
至
ら
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、

シ
ス
テ
ム
の
保
守
・
運
用
費
が
高
額
と

な
る
た
め
、
支
払
基
金
シ
ス
テ
ム
に
な

い
国
保
保
険
者
事
務
の
共
同
処
理
を
行

う
保
険
者
サ
ー
ビ
ス
系
を
含
め
シ
ス
テ

ム
の
最
適
化
を
図
る
と
と
も
に
、
診
療

報
酬
改
定
Ｄ
Ｘ
等
の
取
組
等
も
踏
ま
え
、

令
和
８
年
（
２
０
２
６
年
）
４
月
を
目

途
と
さ
れ
て
い
る
支
払
基
金
と
の
審
査

領
域
の
共
同
開
発
・
共
同
利
用
に
向
け
、

シ
ス
テ
ム
の
一
層
の
最
適
化
に
取
り
組

み
、
保
守
・
運
用
費
の
縮
減
を
図
る
こ

と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
国
保
総
合
シ
ス
テ
ム
の
開
発

に
係
る
費
用
や
保
守
・
運
用
費
を
補
う

た
め
の
財
源
に
つ
い
て
は
、
国
保
連
合

会
が
保
有
す
る
積
立
資
産
だ
け
で
は
不

足
し
て
お
り
、
保
険
者
等
か
ら
徴
収
す

る
審
査
支
払
手
数
料
等
を
引
き
上
げ
て

対
応
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
が
、
今
回
の

改
革
は
政
府
方
針
に
基
づ
き
実
施
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
国
に
対
し
十

分
な
財
政
支
援
を
講
じ
る
よ
う
、
求
め

て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

以
上
を
踏
ま
え
、
今
年
度
に
お
い
て

も
、
中
央
会
及
び
全
国
国
保
連
合
会
が

一
体
と
な
り
、
国
庫
補
助
獲
得
に
向
け

た
要
請
活
動
を
行
っ
て
い
く
予
定
と
し

て
い
ま
す
。

△ 審査支払機能に関する改革工程表
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令
和
７
年
度
国
庫
補
助
要
求
に
向
け

た
現
在
の
状
況

令
和
６
年
度
財
政
不
足
（
約
25
億

円
）
に
対
す
る
取
組
と
し
て
、
令
和

５
年
７
月
27
日
開
催
の
通
常
総
会
に

お
い
て
国
庫
補
助
の
要
望
に
関
す
る

決
議
を
実
施
し
、
８
月
25
日
に
栃
木

県
選
出
国
会
議
員
９
名
へ
陳
情
を
行

い
ま
し
た
。
ま
た
、
11
月
13
日
開
催

の
国
保
制
度
改
善
強
化
全
国
大
会
の

決
議
に
基
づ
き
、
栃
木
県
選
出
国
会

議
員
へ
陳
情
活
動
を
実
施
し
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
要
請
活
動
の
結
果
、
令

和
５
年
度
補
正
予
算
と
し
て
25
億
円

が
措
置
さ
れ
ま
し
た
。

令
和
７
年
度
国
庫
補
助
要
求
に
向

け
て
は
、
令
和
６
年
４
月
の
国
保
総

合
シ
ス
テ
ム
更
改
後
の
保
守
・
運
用

費
に
対
す
る
補
助
要
求
は
厳
し
い
見

通
し
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
国
保
総
合

シ
ス
テ
ム
の
最
適
化
及
び
審
査
領
域

の
共
同
利
用
に
向
け
た
開
発
費
を
優

先
し
、
国
庫
補
助
を
要
求
し
て
い
く

こ
と
し
て
い
ま
す
。

国
保
総
合
シ
ス
テ
ム
の
最
適
化
に

向
け
て
は
、
保
険
者
共
同
処
理
系
の

機
能
等
の
見
直
し
に
よ
り
最
適
化
を

行
う
こ
と
で
保
守
・
運
用
費
の
削
減

を
図
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
保
険

者
共
同
処
理
系
の
機
能
等
の
見
直
し

の
検
討
に
当
た
っ
て
は
、
保
険
者
の

業
務
の
実
情
を
把
握
し
た
う
え
で
行

う
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
国
保
中

央
会
に
よ
る
保
険
者
・
国
保
連
合
会

へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
状
況
も
踏
ま
え
、

６
月
中
を
目
途
と
し
て
決
定
す
る
こ

と
と
し
て
い
る
シ
ス
テ
ム
最
適
化
の

対
応
方
針
と
合
わ
せ
、
令
和
７
年
度

予
算
概
算
要
求
に
向
け
た
国
庫
補
助

要
求
を
行
っ
て
い
く
こ
と
と
し
て
い

ま
す
。

国
の
予
算
編
成
に
向
け
た
要
請
活
動

総
会
に
お
け
る
決
議
を
踏
ま
え
、

８
月
に
本
県
選
出
主
要
国
会
議
員
等

へ
陳
情
を
行
い
ま
し
た
。

ま
た
、
11
月
15
日
開
催
の
国
保
制

度
改
善
強
化
全
国
大
会
の
決
議
に
基

づ
き
、
関
係
省
庁
及
び
主
要
国
会
議

員
へ
陳
情
活
動
も
実
施
し
て
い
く
こ

と
と
し
て
い
ま
す
。

決 

議
（
案
）  

 

国
保
中
央
会
・
国
保
連
合
会
が
開
発
運
用
し
て
い
る
「
国
保
総
合
シ
ス
テ
ム
」
は
、
国
保
制
度

等
の
基
盤
を
支
え
る
極
め
て
公
共
性
の
高
い
、
医
療
Ｄ
Ｘ
推
進
の
柱
と
な
る
重
要
な
イ
ン
フ
ラ
で

あ
る
が
、
令
和
六
年
三
月
に
機
器
の
保
守
期
限
が
到
来
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
「
審
査

支
払
機
能
に
関
す
る
改
革
工
程
表
」
に
沿
っ
て
、
第
一
段
階
の
対
応
と
し
て
、
ク
ラ
ウ
ド
へ
の
移

行
や
支
払
基
金
シ
ス
テ
ム
と
受
付
領
域
を
共
同
利
用
す
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
開
発
に
取
り
組
み
、

令
和
六
年
度
よ
り
稼
働
を
開
始
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
第
二
段
階
の
対
応
と
し
て
、
支
払
基
金
と

審
査
領
域
を
共
同
利
用
す
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
開
発
に
向
け
た
検
討
を
進
め
て
い
る
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
第
一
段
階
の
シ
ス
テ
ム
開
発
に
お
い
て
は
、
開
発
期
間
が
限
ら
れ
る
中
で
シ

ス
テ
ム
障
害
等
の
リ
ス
ク
を
避
け
る
た
め
に
段
階
的
に
進
め
て
い
く
こ
と
と
し
た
こ
と
か
ら
、
ク

ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
を
十
分
活
用
す
る
な
ど
シ
ス
テ
ム
を
最
適
化
す
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
た
め
、
支
払
基
金
シ
ス
テ
ム
に
は
な
い
国
保
保
険
者
事
務
の
共
同
処
理
を
行
う
保
険
者
サ
ー

ビ
ス
系
機
能
を
含
め
て
、
早
急
に
シ
ス
テ
ム
を
最
適
化
し
保
守
・
運
用
費
の
縮
減
を
図
る
こ
と
が

不
可
避
と
な
っ
て
い
る
。 

 

ま
た
、
第
二
段
階
の
支
払
基
金
と
の
審
査
領
域
の
共
同
開
発
・
共
同
利
用
に
お
い
て
も
、
国
保

等
の
保
険
者
の
保
守
・
運
用
費
の
縮
減
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
実
現
の
た
め
に
は
シ
ス
テ
ム

の
一
層
の
最
適
化
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
。 

 

国
保
総
合
シ
ス
テ
ム
の
こ
れ
ら
の
開
発
に
係
る
費
用
や
保
守
・
運
用
費
を
賄
う
た
め
の
財
源
に

つ
い
て
は
、
国
保
連
合
会
が
保
有
す
る
積
立
資
産
だ
け
で
は
不
足
し
て
お
り
、
保
険
者
等
か
ら
徴

収
す
る
審
査
支
払
手
数
料
等
を
引
き
上
げ
て
対
応
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
と
な
る
が
、
国
保
保
険

者
及
び
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
財
政
基
盤
が
脆
弱
な
上
、
物
価
高
騰
等
の
影
響
に
よ
り
厳

し
い
経
済
状
況
が
続
い
て
お
り
、
こ
の
費
用
を
保
険
料
（
税
）
の
引
き
上
げ
で
負
担
す
る
こ
と
は

極
め
て
困
難
で
あ
る
。 

 

よ
っ
て
、
こ
の
内
容
を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
費
用
に
つ
い
て
、
保
険
者
や
被
保
険
者
に

追
加
的
な
負
担
が
生
じ
な
い
よ
う
、
国
の
責
任
に
お
い
て
必
要
な
財
政
措
置
を
講
じ
る
よ
う
強
く

要
望
す
る
。 

  

右
、
決
議
す
る
。 

 

令
和
六
年
七
月
二
十
五
日 

栃
木
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会 

通
常
総
会

△ 国保総合システムの更改に伴う費用に係る令和７年度国庫補助要求のための決議書

栃木県国民健康保険団体連合会「栃木の国保」7



○
は
じ
め
に

本
県
で
は
、
令
和
６（
２
０
２
４
）

年
度
か
ら
、
第
３
期
の「
栃
木
県
国

民
健
康
保
険
運
営
方
針
」（
以
下「
運

営
方
針
」と
い
う
。）に
基
づ
く
各
種

取
組
を
開
始
し
た
。
運
営
方
針
は
、

県
と
市
町
が
一
体
と
な
っ
て
、
国
民

健
康
保
険
に
関
す
る
事
務
を
共
通
認

識
の
下
で
実
施
し
、
安
定
的
な
財
政

運
営
並
び
に
市
町
の
国
民
健
康
保
険

事
業（
以
下「
国
保
事
業
」と
い
う
。）

の
広
域
的
及
び
効
率
的
な
運
営
の
推

進
を
図
る
た
め
の
統
一
的
な
方
針
と

し
て
定
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

市
町
保
険
者
に
は
、
運
営
方
針
に

定
め
ら
れ
た
保
険
給
付
、
保
険
税
の

決
定
及
び
賦
課
・
徴
収
、
保
険
税
収

入
の
確
保
、
医
療
費
の
適
正
化
の
取

組
の
ほ
か
、
住
民
と
の
身
近
な
関
係

の
中
、
資
格
管
理
や
適
用
の
適
正
化

等
、
地
域
に
お
け
る
き
め
細
か
い
事

業
に
つ
い
て
も
引
き
続
き
担
っ
て
い

た
だ
く
。

本
稿
は
、
市
町
保
険
者
の
事
務
執

行
の
ほ
か
、
国
民
健
康
保
険
組
合

（
以
下「
国
保
組
合
」と
い
う
。）及
び

栃
木
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会

（
以
下「
国
保
連
合
会
」と
い
う
。）に

お
け
る
、
令
和
６（
２
０
２
４
）年

度
の
国
保
事
業
運
営
上
の
留
意
事
項

に
つ
い
て
と
り
ま
と
め
た
も
の
で
あ

る
。

○
市
町
保
険
者
に
関
す
る
事
項

第
１　

国
民
健
康
保
険
財
政
に
つ
い
て

１　

事
業
計
画
の
策
定

事
業
計
画
の
策
定
に
つ
い
て
は
、

国
保
事
業
の
適
正
か
つ
安
定
的
な

運
営
を
図
る
た
め
、
事
業
運
営
の

実
情
を
把
握
分
析
し
、
そ
れ
ら
の

検
討
結
果
を
踏
ま
え
た
重
点
事
項

及
び
目
標
を
設
定
す
る
と
と
も
に
、

目
標
達
成
の
た
め
の
具
体
的
な
実

施
体
制
、
実
施
方
法
及
び
関
連
事

業
と
の
連
携
等
を
明
確
に
す
る
こ

と
。

２　

予
算
の
編
成

予
算
の
編
成
に
つ
い
て
は
、
毎

年
度
、
厚
生
労
働
省
保
険
局
国
民

健
康
保
険
課
長
か
ら
通
知
さ
れ
る

予
算
編
成
に
当
た
っ
て
の
留
意
事

項
等
に
基
づ
き
行
う
こ
と
。

３　

赤
字
解
消
・
削
減
の
取
組

市
町
ご
と
の
国
民
健
康
保
険
特

別
会
計
に
お
け
る
赤
字
発
生
の
予

防
に
努
め
、
解
消
・
削
減
す
べ

き
赤
字
が
生
じ
た
市
町
は
、「
国

民
健
康
保
険
保
険
者
の
赤
字
削

減
・
解
消
計
画
の
策
定
等
に
つ
い

て
」（
平
成
30
年
１
月
29
日
保
国

発
０
１
２
９
第
２
号
）に
基
づ
き
、

速
や
か
に
、
赤
字
の
要
因
分
析
を

行
っ
た
上
で
、
赤
字
解
消
計
画
書

を
作
成
し
、
収
納
率
の
向
上
、
健

康
づ
く
り
や
医
療
費
適
正
化
の
取

組
、
適
正
な
保
険
税
率
の
設
定
等

に
よ
り
、
赤
字
の
削
減
・
解
消
を

図
る
こ
と
。

４　

保
険
者
努
力
支
援
制
度
等
の

活
用国

民
健
康
保
険
財
政
の
収
支
改

善
を
図
る
た
め
、
保
険
者
努
力
支

援
制
度（
市
町
村
分
）や
県
版
保

険
者
努
力
支
援
制
度
を
活
用
し
、

医
療
費
適
正
化
等
に
向
け
た
取
組

を
推
進
す
る
こ
と
。

5　

保
険
税
水
準
の
統
一
に
向
け
た

取
組原

則
と
し
て「
県
内
の
ど
こ
に

住
ん
で
も
、
同
じ
世
帯
構
成
、
同

じ
所
得
水
準
で
あ
れ
ば
、
同
じ
保

険
税
水
準
」（
以
下「
完
全
統
一
」

と
い
う
。）を
目
指
し
て
い
く
た
め
、

令
和
10（
２
０
２
８
）
年
度
ま
で

に
段
階
的
に
進
め
て
い
く
国
保
事

業
費
納
付
金
の
算
定
方
法
の
移
行

（
納
付
金
ベ
ー
ス
の
統
一
）の
た
め

の
県
・
市
町
間
の
調
整
等
に
留
意

栃
木
県
保
健
福
祉
部
国
保
医
療
課

栃
木
県
保
健
福
祉
部
国
保
医
療
課

令
和
６
年
度
国
民
健
康
保
険
事
業
運
営
に
係
る
留
意
事
項

令
和
６
年
度
国
民
健
康
保
険
事
業
運
営
に
係
る
留
意
事
項

栃木県国民健康保険団体連合会「栃木の国保」 8



す
る
ほ
か
、
保
険
税
算
定
を
３
方

式（
所
得
割
・
均
等
割
・
平
等
割
）

と
し
て
い
く
こ
と
や
賦
課（
課
税
）

限
度
額
を
地
方
税
法
施
行
令
に
定

め
る
額
と
同
額
と
し
て
い
く
た
め

の
取
組
を
進
め
る
こ
と
。

ま
た
、
完
全
統
一
に
向
け
て
、

県
・
市
町
間
で
継
続
し
て
い
く
事

業
運
営
上
の
課
題
の
検
討（
事
務

の
標
準
化
・
広
域
化
を
進
め
て
い

く
も
の
を
含
む
）に
つ
い
て
、
持

続
可
能
な
国
保
制
度
の
維
持
に
向

け
た
取
組
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に

置
い
て
議
論
に
臨
む
こ
と
。

第
２　

適
用
の
適
正
化

１　

被
保
険
者
の
適
用

（
１
）被
保
険
者
の
適
用
に
つ
い

て
は
、「
国
民
健
康
保
険
の
被
保

険
者
に
か
か
る
適
用
及
び
保
険
料

（
税
）の
賦
課
の
適
正
化
に
つ
い
て

（
通
知
）」（
平
成
５
年
11
月
15
日

保
険
発
第
１
２
３
号
）に
基
づ
き
、

「
国
民
健
康
保
険
の
適
用
事
務
に

お
け
る
年
金
被
保
険
者
情
報
の
活

用
に
つ
い
て（
通
知
）」（
平
成
23

年
２
月
22
日
保
国
発
０
２
２
２
第

１
号
）及
び「
国
民
健
康
保
険
の

適
用
事
務
に
お
け
る
年
金
被
保
険

者
情
報
の
活
用
に
つ
い
て
の
一
部

改
正
に
つ
い
て（
通
知
）」（
平
成 

23
年
12
月
16
日
保
国
発
１
２
１
６

第
１
号
）に
よ
り
活
用
が
可
能
と

な
っ
た
国
民
年
金
被
保
険
者
情
報

を
活
用
す
る
等
、
未
適
用
者
を
早

期
か
つ
的
確
に
把
握
し
、
早
期
適

用
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
遡
及

適
用
者
に
つ
い
て
は
的
確
に
遡
及

賦
課
を
行
う
こ
と
。

（
２
）外
国
人
の
適
用
に
つ
い
て

は
、「
外
国
人
に
対
す
る
国
民
健

康
保
険
又
は
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
の
適
用
に
つ
い
て
」（
平
成
24

年
７
月
９
日
保
国
発
第
０
７
０
９

第
１
号
）及
び「
在
留
外
国
人
の

国
民
健
康
保
険
適
用
の
不
適
正
事

案
に
関
す
る
通
知
制
度
の
運
用
に

つ
い
て
」（
平
成
31
年
１
月
７
日

保
国
発
０
１
０
７
第
１
号
）に
基

づ
き
、
適
正
に
行
う
こ
と
。

な
お
、
国
民
健
康
保
険
法
施
行

規
則
第
１
条
第
２
号
か
ら
第
４
号

ま
で
に
規
定
す
る
国
民
健
康
保
険

が
適
用
さ
れ
な
い
在
留
資
格
に
変

更
さ
れ
た
被
保
険
者
の
情
報
に
つ

い
て
、
出
入
国
在
留
管
理
庁
か
ら

市
町
村
へ
提
供
さ
れ
た
場
合
の
被

保
険
者
の
資
格
喪
失
処
理
に
つ
い

て
は
、「
出
入
国
在
留
管
理
庁
か

ら
提
供
さ
れ
た
情
報
を
活
用
し
た

国
民
健
康
保
険
が
適
用
さ
れ
な
い

在
留
資
格
に
変
更
さ
れ
た
被
保

険
者
の
資
格
喪
失
処
理
に
つ
い

て
」（
令
和
４
年
12
月
28
日
保
国

発
１
２
２
８
第
１
号
及
び
令
和
５

年
３
月
31
日
事
務
連
絡
）に
基
づ

く
取
組
を
推
進
す
る
こ
と
。

ま
た
、
出
入
国
在
留
管
理
庁
か

ら
提
供
さ
れ
た
情
報
を
活
用
し
た

特
定
技
能
外
国
人
の
国
民
健
康

保
険
へ
の
加
入
促
進
に
取
り
組

む
こ
と
。（「
出
入
国
在
留
管
理

庁
か
ら
提
供
さ
れ
た
情
報
を
活

用
し
た
特
定
技
能
外
国
人
の
国
民

健
康
保
険
へ
の
加
入
促
進
に
つ
い

て
」（
令
和
元
年
12
月
13
日
保
国

発
１
２
１
３
第
２
号
））

（
３
）生
活
保
護
法
に
よ
る
保
護

を
受
け
る
に
至
っ
た
こ
と
に
よ
り
、

被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
者

を
公
簿
等
に
よ
り
確
認
で
き
た
場

合
に
つ
い
て
は
、「
国
民
健
康
保
険

法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令
の
施
行
に
つ
い
て
」（
令
和
５

年
１
月
20
日
保
発
０
１
２
０
第
７

号
）に
基
づ
き
資
格
喪
失
の
届
出
を

省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

に
留
意
す
る
こ
と
。

（
４
）
資
格
重
複
状
況
結
果
一

覧
を
活
用
し
た
資
格
喪
失
処
理
の

流
れ
に
つ
い
て
は
、「「
資
格
重
複

状
況
結
果
一
覧
」を
活
用
し
た
国

民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
喪
失

確
認
処
理
に
係
る
取
扱
い
に
つ
い

て
」（
令
和
４
年
11
月
29
日
保
国
発

１
１
２
９
第
１
号
）に
基
づ
き
、
資

格
喪
失
処
理
を
正
確
か
つ
迅
速
に

行
い
、
被
保
険
者
資
格
の
適
正
な

管
理
の
推
進
に
留
意
す
る
こ
と
。

２　

居
所
不
明
被
保
険
者
の
確
認

居
所
不
明
の
被
保
険
者
に
係

る
資
格
喪
失
の
確
認
に
つ
い
て
は
、

「
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
資
格

の
喪
失
確
認
処
理
に
係
る
取
扱
い

に
つ
い
て（
通
知
）」（
平
成
４
年
３

月
31
日
保
険
発
第
40
号
）に
基
づ
き
、

取
扱
要
領
を
作
成
し
て
的
確
に
行

い
、
国
民
健
康
保
険
税
の
調
定
額

に
つ
い
て
も
整
理
す
る
こ
と
。

３　

適
用
の
適
正
化
調
査

適
用
の
適
正
化
調
査
に
つ
い
て

は
、「
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者

の
適
用
の
適
正
化
及
び
第
三
者
行

為
に
係
る
求
償
権
の
行
使
に
つ

い
て（
通
知
）」（
昭
和
50
年
７
月

１
日
保
険
発
第
63
号
）に
基
づ
き
、
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各
保
険
者
の
実
情
に
応
じ
て「
適

用
の
適
正
化
月
間
」
を
設
定
し
、

被
用
者
保
険
の
加
入
・
脱
退
者
、

住
所
地
特
例
の
対
象
者
、
外
国
人
、

擬
制
世
帯
等
に
つ
い
て
、
計
画
的
、

集
中
的
に
適
用
の
適
正
化
を
推
進

す
る
こ
と
。

ま
た
、「
国
民
健
康
保
険
の
被

保
険
者
の
適
用
に
か
か
る
周
知
に

つ
い
て
」（
平
成
29
年
４
月
３
日

保
国
発
０
４
０
３
第
１
号
）に
基

づ
き
、
本
来
は
被
用
者
保
険（
＊

通
知
で
は「
健
康
保
険
や
厚
生
年

金
））
に
加
入
す
べ
き
で
あ
り
な

が
ら
、
国
民
健
康
保
険（
＊
通
知

で
は「
国
民
健
康
保
険
や
国
民
年

金
」）に
加
入
し
て
い
る
可
能
性
の

あ
る
被
保
険
者
に
つ
い
て
、
被
用

者
保
険（
＊
通
知
で
は「
健
康
保

険
・
厚
生
年
金
保
険
」）の
適
用
対

策
の
一
層
の
促
進
を
図
る
こ
と
。

第
３　

市
町
に
お
け
る
保
険
税
の
賦

課
（
課
税
）
に
関
す
る
事
項

１　

所
得
の
把
握

保
険
税
の
算
定
の
基
礎
と
な
る

所
得
に
つ
い
て
は
、
的
確
に
把
握

す
る
こ
と
。 

ま
た
、
申
告
の
な
い
世
帯
に
つ

い
て
は
保
険
税
の
軽
減
対
象
世
帯

と
な
る
可
能
性
も
あ
る
こ
と
か
ら
、

積
極
的
に
申
告
を
勧
奨
し
、
積
極

的
に
実
地
調
査
を
行
う
等
、
的
確

に
所
得
を
把
握
す
る
こ
と
。 

な
お
、
共
有
名
義
の
固
定
資
産

に
係
る
資
産
割
額
の
算
定
に
つ
い

て
は
、「
共
有
名
義
の
固
定
資
産

に
係
る
国
民
健
康
保
険
料（
税
）の

資
産
割
額
の
算
定
に
つ
い
て（
通

知
）」（
平
成
20
年
１
月
18
日
保
国

発
第
０
１
１
８
０
０
１
号
）に
基

づ
き
、
持
ち
分
に
応
じ
て
適
正
に

按
分
賦
課（
課
税
）を
行
う
こ
と
。

２　

保
険
税
の
賦
課
（
課
税
）
割
合
及

び
賦
課
（
課
税
）
限
度
額
の
設
定

保
険
税
の
賦
課（
課
税
）割
合
及

び
賦
課（
課
税
）限
度
額
に
つ
い
て

は
、
被
保
険
者
間
に
お
け
る
負
担

の
不
均
衡
の
是
正
、
中
間
所
得
者

層
の
過
重
な
負
担
の
軽
減
を
図
る

観
点
か
ら
、
適
切
な
設
定
を
行
う

こ
と
。

３　

保
険
税
の
減
免

（
１
）国
民
健
康
保
険
か
ら
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
に
移
行
し
た
者

が
い
る
世
帯

平
成
25（
２
０
１
３
）
年
度
か

ら
所
得
割
に
係
る
軽
減
判
定
所
得

の
算
定
特
例
が
恒
久
化
さ
れ
た
ほ

か
、
平
等
割
の
減
額
措
置
が
延
長

さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
適
正
な

対
応
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
被
用

者
保
険
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
に
移
行
し
た
こ
と
に
伴
い
、
被

扶
養
者
か
ら
国
民
健
康
保
険
の
被

保
険
者
と
な
っ
た
者
に
係
る
条
例

減
免
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
措

置
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た

が
、
当
該
条
例
減
免
の
う
ち
、
旧

被
扶
養
者
に
係
る
応
益
割
に
つ
い

て
は
、
令
和
元（
２
０
１
９
）年
度

以
降
、
資
格
取
得
日
の
属
す
る
日

以
後
２
年
を
経
過
す
る
月
ま
で
の

間
に
限
り
実
施
す
る
こ
と
と
さ
れ

た
の
で
適
正
な
対
応
を
行
う
こ
と
。

（
平
成
30
年
12
月
12
日
事
務
連
絡
）

（
2
）出
産
し
た
被
保
険
者
等
に

係
る
免
除
措
置

全
世
代
対
応
型
の
社
会
保
障

制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
健
康
保

険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
令
和
５
年
法
律
第
31
号
）の
施

行
に
伴
い
、
地
方
税
施
行
令
に
お

け
る
国
民
健
康
保
険
税
の
免
除
措

置
に
係
る
規
定
並
び
に
国
民
健
康

保
険
法
施
行
規
則
等
が
改
正
さ
れ
、

令
和
６（
２
０
２
４
）
年
１
月
か

ら
出
産
被
保
険
者
に
係
る
産
前
産

後
期
間
の
所
得
割
保
険
税
及
び
被

保
険
者
均
等
割
保
険
税
の
免
除
措

置
が
講
じ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

た
め
、
被
保
険
者
か
ら
の
届
出
等

に
よ
る
対
象
者
の
把
握
や
免
除
措

置
の
算
定
な
ど
に
つ
い
て
適
正
な

対
応
を
行
う
こ
と
。（
令
和
５
年

７
月
20
日
保
発
０
７
２
０
第
４
号
、

令
和
５
年
８
月
14
日
事
務
連
絡
）

第
４　

市
町
に
お
け
る
保
険
税
の
徴

収
の
適
正
な
実
施
に
関
す
る
事
項

１　

収
納
率
目
標

保
険
者
規
模
別
の
現
年
度
分
の

保
険
税
収
納
率
の
目
標
は
、
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

（
１
）被
保
険
者
数
１
万
人
未
満
の

保
険
者

       　

95
％
以
上

（
２
）
被
保
険
者
数
１
万
人
以
上

５
万
人
未
満
の
保
険
者　

94
％
以
上

（
３
）
被
保
険
者
数
５
万
人
以
上

10
万
人
未
満
の
保
険
者　

93
％
以
上

（
４
）被
保
険
者
数
10
万
人
以
上
の

保
険
者

       　

92
％
以
上
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被
保
険
者
資
格
証
明
書
の
交

付
に
当
た
り
、
「
被
保
険
者
資

格
証
明
書
の
交
付
に
際
し
て

の
留
意
点
に
つ
い
て
」
（
平

成
20
年
10
月
30
日
保
国
発
第

１
０
３
０
０
０
１
号
）
に
基
づ

き
、
適
正
に
行
う
こ
と
。
被
保

険
者
資
格
証
明
書
及
び
短
期
被

保
険
者
証
の
交
付
に
つ
い
て
は
、

交
付
事
務
を
通
じ
て
で
き
る
だ

け
滞
納
者
と
接
触
す
る
機
会
を

確
保
し
、
保
険
税
を
納
め
る
こ

と
が
で
き
な
い
特
別
な
事
情
の

適
切
な
把
握
に
努
め
、
機
械
的

な
対
応
に
な
る
こ
と
の
な
い
よ

う
、
き
め
細
か
な
納
付
相
談
を

行
う
こ
と
。
被
保
険
者
資
格
証

明
書
の
交
付
は
不
利
益
処
分
に

当
た
る
こ
と
か
ら
、
行
政
手
続

法
に
基
づ
く
弁
明
の
機
会
の
付

与
を
必
ず
実
施
す
る
こ
と
。

　
　

ま
た
、
滞
納
者
の
状
況
に

応
じ
、
通
常
に
比
べ
更
新
又
は

検
認
の
期
間
が
短
い
被
保
険
者

証
を
交
付
す
る
等
、
被
保
険
者

証
の
交
付
方
法
を
工
夫
し
て
納

付
相
談
の
機
会
の
確
保
を
図
り
、

滞
納
を
解
消
す
る
こ
と
。

　
　

な
お
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
と
健
康
保
険
証
の
一
体
化
に

伴
う
関
係
法
令
の
改
正
に
よ

り
、
令
和
６
（
２
０
２
４
）
年

12
月
２
日
か
ら
の
マ
イ
ナ
保
険

証
（
健
康
保
険
証
の
利
用
登
録

を
行
っ
た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
）
を
基
本
と
す
る
仕
組
み
へ

の
移
行
と
と
も
に
、
保
険
税
滞

納
世
帯
等
に
対
す
る
対
応
は
、

上
記
の
被
保
険
者
資
格
証
明
書

及
び
短
期
被
保
険
者
証
を
用

い
ず
、
特
別
療
養
費
の
支
給

に
よ
る
対
応
を
図
っ
て
い
く

こ
と
と
な
る
た
め
、
国
が
示

す
今
後
の
通
知
等
も
注
視
し

な
が
ら
取
扱
に
留
意
す
る
こ

と
。

ウ　

被
保
険
者
が
、
督
促
、
催

告
に
応
じ
な
い
場
合
に
は
、

負
担
の
公
平
の
観
点
か
ら

積
極
的
に
差
押
え
を
行
う
こ

と
。 

エ　

納
付
義
務
者
が
保
険
税
を

納
期
限
ま
で
に
完
納
し
な
い

場
合
は
、
必
ず
延
滞
金
を
調

定
し
、
徴
収
す
る
こ
と
。 

オ　

保
険
税
の
不
納
欠
損
処
分
に

つ
い
て
は
、
資
産
の
状
況
等
の

調
査
結
果
に
基
づ
き
適
正
に
行

収
納
率
目
標
を
達
成
し
た
市
町

に
お
い
て
も
、
引
き
続
き
収
納
率

の
向
上
に
努
め
る
こ
と
。

２　

保
険
税
収
入
の
確
保

（
１
）徴
収
計
画
の
策
定

市
町
保
険
者
の
徴
収
計
画
に
つ

い
て
は
、
県
が
運
営
方
針
の
中
で

定
め
た
保
険
者
規
模
別
収
納
率
目

標
を
踏
ま
え
、
滞
納
者
の
実
態（
滞

納
原
因
別
、
所
得
階
層
別
、
職
業

別
、
地
区
別
等
）に
基
づ
き
目
標

収
納
率
を
設
定
す
る
と
と
も
に
、

地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
目
標
を

達
成
す
る
た
め
の
実
施
体
制
、
実

施
方
法
等
、
具
体
的
な
計
画
を
策

定
す
る
こ
と
。

な
お
、
保
険
者
規
模
別
収
納
率

目
標
が
未
達
成
で
あ
る
市
町
に

あ
っ
て
は
、
課
題
等
の
分
析
及
び

検
証
を
踏
ま
え
た
取
組
を
勘
案
す

る
こ
と
。 

（
２
）納
期
内
納
入
の
促
進
等

保
険
税
の
納
入
に
つ
い
て
は
、

納
期
内
納
入
の
促
進
を
図
る
た
め

に
ク
レ
ジ
ッ
ト
決
済
、
マ
ル
チ
ペ

イ
メ
ン
ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
地
方

税
統
一
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
の
導
入
や
口

座
振
替
の
原
則
化
を
検
討
及
び
推

進
す
る
ほ
か
、
多
様
な
納
付
方
法

を
採
用
す
る
等
、
納
付
し
や
す
い

環
境
整
備
を
推
進
す
る
と
と
も
に

被
保
険
者
に
対
す
る
効
果
的
な
啓

発
活
動
を
積
極
的
に
行
う
こ
と
。 

（
３
）滞
納
者
対
策

ア　

保
険
税
の
確
保
を
図
る
た
め
、

早
期
に
滞
納
者
の
財
産
調
査
を

含
め
た
実
態
把
握
及
び
適
切
な

対
応
を
行
う
こ
と
。

イ　

特
別
の
事
情
が
な
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
保
険
税
を
滞
納
し

て
い
る
い
わ
ゆ
る
悪
質
滞
納
者

に
対
す
る
被
保
険
者
資
格
証
明

書
の
交
付
及
び
保
険
給
付
の
一

時
支
払
差
止
め
等
の
措
置
に
つ

い
て
は
、
「
国
民
健
康
保
険
の

保
険
料
（
税
）
を
滞
納
し
て
い

る
世
帯
主
等
に
対
す
る
措
置
の

取
扱
い
に
つ
い
て
（
通
知
）
」

（
平
成
12
年
３
月
28
日
保
険
発

第
41
号
）
に
基
づ
き
、
適
正
に

行
う
こ
と
。

　
　

た
だ
し
、
出
産
育
児
一
時
金

に
つ
い
て
は
、
国
民
健
康
保
険

法
施
行
規
則
（
昭
和
33
年
厚
生

省
令
第
53
号
）
附
則
第
10
条
に

よ
る
一
時
差
止
め
を
行
わ
な
い

措
置
が
継
続
さ
れ
て
い
る
の
で

留
意
す
る
こ
と
。 

栃木県国民健康保険団体連合会「栃木の国保」11



う
こ
と
と
し
、
短
期
被
保
険
者

証
の
交
付
対
象
者
が
該
当
し
た

場
合
も
行
う
こ
と
。

（
４
）徴
収
体
制
の
充
実

滞
納
保
険
税
の
徴
収
に
つ
い
て

は
、
全
庁
体
制
の
確
立
や
嘱
託
徴

収
員
の
採
用
等
、
徴
収
体
制
の
整

備
を
図
る
こ
と
。

ま
た
、
嘱
託
徴
収
員
等
を
活

用
し
て
い
る
保
険
者
に
つ
い
て
は
、

嘱
託
徴
収
員
等
の
み
に
任
せ
る
こ

と
な
く
役
割
分
担
を
定
め
、
職
員

と
の
連
携
に
よ
る
戸
別
徴
収
に
積

極
的
か
つ
効
率
的
に
取
り
組
む
こ

と
。（

５
）そ
の
他
の
収
納
対
策

上
記（
１
）
か
ら（
４
）
の
ほ
か
、

保
険
税
収
納
率
の
確
保
・
向
上
等

の
対
策
と
し
て
、「
収
納
対
策
緊

急
プ
ラ
ン
の
策
定
等
に
つ
い
て

（
通
知
）」（
平
成
17
年
２
月
15
日

保
国
発
第
０
２
１
５
０
０
１
号
）

等
を
参
考
に
、
効
果
的
な
収
納
対

策
に
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
。

第
５　

市
町
に
お
け
る
保
険
給
付
の

適
正
な
実
施
に
関
す
る
事
項

１　

保
険
給
付
の
点
検
、
事
後
調
整

に
関
す
る
事
項

（
１
）保
険
給
付
の
点
検

診
療
報
酬
明
細
書（
以
下「
レ

セ
プ
ト
」と
い
う
。）の
点
検
調
査

に
つ
い
て
は
、「
国
民
健
康
保
険

の
診
療
報
酬
明
細
書
点
検
調
査
事

務
処
理
要
領
に
つ
い
て（
通
知
）」

（
昭
和
55
年
５
月
10
日
保
険
発
第

42
号
）に
基
づ
き
実
施
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
被
保
険
者
資

格
の
点
検
、
調
剤
報
酬
明
細
書
と

の
突
合
、
縦
覧
点
検
等
に
つ
い
て

は
、
強
化
さ
れ
た
国
保
連
合
会
の

レ
セ
プ
ト
審
査
機
能
を
活
用
す
る

等
、
よ
り
効
率
的
な
調
査
を
実
施

す
る
こ
と
。

ま
た
、
レ
セ
プ
ト
点
検
調
査
を

計
画
的
に
実
施
す
る
た
め
の
点
検

体
制
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
医
療

事
務
経
験
者
等
を
嘱
託
員
に
採
用

す
る
、
専
門
業
者
へ
委
託
す
る
等

し
て
充
実
さ
せ
る
こ
と
。

（
２
）不
当
利
得
へ
の
対
応

不
当
利
得
の
事
務
処
理
に
つ
い

て
は
、「
被
保
険
者
資
格
喪
失
後

の
受
診
に
よ
り
発
生
す
る
返
還
金

の
保
険
者
間
で
の
調
整
に
つ
い

て
」（
平
成
26
年
12
月
５
日
保
国

発
１
２
０
５
第
１
号
）に
基
づ
き
、

保
険
者
間
調
整
を
積
極
的
に
活
用

す
る
ほ
か
、「
不
当
利
得
の
返
還

金
に
か
か
る
債
権
管
理
等
の
適
正

化
に
つ
い
て
」（
平
成
25
年
７
月

19
日
保
国
発
０
７
１
９
第
１
号
）

に
基
づ
き
、
返
還
金
債
権
の
把
握

及
び
管
理
並
び
に
療
養
給
付
費
等

負
担
金
の
適
正
な
算
定
を
行
う
と

と
も
に
、
債
権
回
収
に
努
め
る
こ

と
。令

和
３（
２
０
２
１
）
年
度
か

ら
令
和
４（
２
０
２
２
）
年
度
に

は
、
県
内
の
一
部
の
町
に
お
い
て
、

返
還
金
債
権
の
把
握
及
び
管
理
等

が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
事
に
起

因
す
る
当
該
債
権
の
放
棄
に
至
る

事
案
が
発
生
し
た
が
、
こ
の
よ
う

な
事
案
の
発
生
は
、
被
保
険
者
か

ら
の
国
民
健
康
保
険
事
業
に
対
す

る
信
用
を
著
し
く
損
な
う
も
の
で

あ
る
こ
と
に
十
分
留
意
し
、
事
務

処
理
に
係
る
点
検
等
に
つ
い
て
組

織
と
し
て
の
実
施
体
制
を
構
築
し

て
対
応
す
る
こ
と
。

２　

療
養
費
の
支
給
の
適
正
化
に
関

す
る
事
項

（
１
）柔
道
整
復
、あ
ん
摩
・
マ
ッ

サ
ー
ジ
、
は
り
・
き
ゅ
う

柔
道
整
復
師
等
の
施
術
に
お
け

る
保
険
給
付
の
範
囲
等
に
つ
い
て
、

広
報
等
に
よ
り
柔
道
整
復
療
養
費

等
に
対
す
る
被
保
険
者
の
関
心
を

高
め
、
適
正
化
を
進
め
る
こ
と
。

特
に
、
柔
道
整
復
療
養
費
に
つ

い
て
は
、
申
請
書
の
内
容
点
検
に

お
い
て
疑
義（
多
部
位
、
長
期
又

は
頻
度
が
高
い
）が
生
じ
た
場
合
、

必
要
に
応
じ
て
被
保
険
者
に
文
書

照
会
や
聞
き
取
り
を
行
う
こ
と

に
よ
り
施
術
の
状
況
等
を
確
認
し
、

支
給
の
適
正
化
に
努
め
る
こ
と
。

ま
た
、
支
払
前
の
資
格
確
認
を

徹
底
し
て
行
う
こ
と
。

（
２
）海
外
療
養
費

支
給
申
請
に
対
す
る
審
査
の
強

化
と
し
て
、
航
空
券
等
、
海
外
に

渡
航
し
た
事
実
が
確
認
で
き
る
書

類
の
写
し
及
び
保
険
者
が
海
外
療

養
を
担
当
し
た
者
に
照
会
す
る
こ

と
に
関
す
る
被
保
険
者
の
同
意
書

を
求
め
る
こ
と
。
ま
た
、「
海
外

療
養
費
支
給
事
務
の
一
層
の
適

正
化
に
向
け
た
取
扱
い
に
つ
い

て
」（
平
成
29
年
８
月
９
日
保
国

発
０
８
０
９
第
１
号
）及
び「「
海

外
療
養
費
及
び
海
外
出
産
に
係
る

出
産
育
児
一
時
金
の
支
給
の
適
正

化
に
向
け
た
対
策
等
に
つ
い
て
」

の
一
部
改
正
に
つ
い
て
」（
令
和
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５
年
５
月
24
日
保
国
発
０
５
２
４

第
１
号
）に
基
づ
き
、
海
外
療
養

費
の
支
給
の
適
正
化
、
及
び
海
外

出
産
に
係
る
出
産
育
児
一
時
金
の

支
給
の
適
正
化
に
向
け
た
対
策
を

講
じ
る
こ
と
。
不
正
請
求
事
例
が

判
明
し
た
場
合
に
は
、「
海
外
療

養
費
の
不
正
請
求
対
策
等
に
つ
い

て
」（
平
成
25
年
12
月
６
日
保
国

発
１
２
０
６
第
１
号
）に
基
づ
き
、

県
に
報
告
す
る
こ
と
。

３　

第
三
者
行
為
求
償
の
取
組
強
化

に
関
す
る
事
項

第
三
者
行
為
求
償
事
務
に
つ
い

て
は
、
第
三
者
行
為
の
発
見
手
段

の
拡
大
及
び
被
保
険
者
に
対
す
る

周
知
広
報
の
強
化
に
よ
り
、
確
実

か
つ
速
や
か
な
傷
病
届
の
提
出
の

励
行
を
図
る
こ
と
。

ま
た
、
求
償
事
務
の
取
組
の
底

上
げ
を
図
る
た
め
、「（
第
三
者
行

為
に
よ
る
被
害
に
係
る
求
償
事
務

の
取
組
強
化
に
つ
い
て
）（
平
成

27
年
12
月
３
日
保
国
発
１
２
０
３

第
１
号
）、「
第
三
者
行
為
求
償
事

務
の
更
な
る
取
組
強
化
に
つ
い

て
」（
令
和
３
年
８
月
６
日
保
国

発
０
８
０
６
第
２
号
）及
び「
全

世
代
対
応
型
の
持
続
可
能
な
社
会

保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
健

康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
に
よ
る
第
三
者
行
為
求
償
事

務
の
取
組
強
化
に
つ
い
て（
国
民

健
康
保
険
法
及
び
高
齢
者
の
医
療

の
確
保
に
関
す
る
法
律
）（
令
和

５
年
５
月
19
日
事
務
連
絡
）等
に

基
づ
き
、Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル（
現

状
の
取
組
評
価
・
事
務
改
善
・
数

値
目
標
の
設
定
）を
確
立
、
循
環

さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
継
続
的
に

求
償
事
務
の
取
組
強
化
を
進
め
る

こ
と
。

４　

高
額
療
養
費
の
多
数
回
該
当
の

取
扱
い
に
関
す
る
事
項

高
額
療
養
費
の
多
数
回
該
当
の

判
断
に
当
た
っ
て
は
、
世
帯
主
に

着
目
し
て
適
切
に
世
帯
の
継
続
性

を
判
定
す
る
こ
と
。
ま
た
、
世
帯

の
継
続
性
の
判
定
の
取
扱
い
は
、

国
の
参
酌
基
準
に
基
づ
く
こ
と
。

第
６　

国
民
健
康
保
険
の
安
定
的
な

財
政
運
営
及
び
被
保
険
者
の
健
康

の
保
持
の
推
進
の
た
め
に
必
要
と

認
め
る
医
療
費
の
適
正
化
の
取
組

に
関
す
る
事
項

１　

デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
の
策
定
と

Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
に
基
づ
く
効

率
的
・
効
果
的
な
保
健
事
業
の
実

施
に
向
け
た
取
組

デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
の
策
定

と
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
に
基
づ
く

効
率
的
・
効
果
的
な
保
健
事
業
の

実
施
に
向
け
た
取
組
保
健
事
業
を

行
う
に
当
た
っ
て
は
、「
国
民
健

康
保
険
法
に
基
づ
く
保
健
事
業
の

実
施
等
に
関
す
る
指
針
」（
平
成

16
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
３
０
７

号
）に
基
づ
き
、
保
健
事
業
の
実

施
計
画（
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
）を

策
定
す
る
と
と
も
に
、
生
活
習
慣

病
予
防
対
策
等
、
地
域
の
課
題
に

応
じ
た
保
健
事
業
を
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ

イ
ク
ル
に
基
づ
き
実
施
す
る
こ
と
。

２　

特
定
健
康
診
査
受
診
率
及
び
特

定
保
健
指
導
実
施
率
の
向
上

各
市
町
で
策
定
し
た
第
４
期
特

定
健
康
診
査
等
実
施
計
画
に
基
づ

き
、
実
施
率
の
向
上
に
向
け
て
、

被
保
険
者
へ
の
広
報
・
普
及
啓
発

や
健
診
等
を
受
け
や
す
い
環
境
整

備
に
取
り
組
む
ほ
か
、
運
営
方
針

に
例
示
し
た
内
容
な
ど
も
参
考
に

具
体
的
な
取
組
を
行
う
こ
と
。

ま
た
、
対
象
者
自
ら
が
健
康
状

態
を
自
覚
し
、
生
活
習
慣
改
善
の

必
要
性
を
理
解
し
た
上
で
実
践
に

つ
な
げ
ら
れ
る
よ
う
、
対
象
者
の

個
別
性
を
重
視
し
た
効
果
的
な
保

健
指
導
を
実
施
す
る
こ
と
。

３　

後
発
医
薬
品
の
安
心
使
用
の
促

進
に
関
す
る
取
組

後
発
医
薬
品
に
つ
い
て
は
、
後

発
医
薬
品
希
望
シ
ー
ル
及
び
カ
ー

ド
の
配
布
や
、
後
発
医
薬
品
を
使

用
し
た
場
合
の
医
療
費
の
額
の
通

知（
差
額
通
知
）
等
に
よ
り
、
後

発
医
薬
品
の
積
極
的
な
活
用
を
促

進
す
る
こ
と
。

４　

糖
尿
病
等
生
活
習
慣
病
重
症
化

予
防
に
向
け
た
取
組

「
栃
木
県
糖
尿
病
重
症
化
予
防

プ
ロ
グ
ラ
ム
」等
に
基
づ
き
、
医

療
機
関
へ
の
受
診
勧
奨
や
か
か

り
つ
け
医
と
連
携
し
た
保
健
指

導
を
行
う
こ
と
。

５　

適
切
な
受
療
行
動
の
促
進

（
重
複
・
頻
回
受
診
等
の
是

正
）
に
向
け
た
取
組

重
複
・
頻
回
受
診
者
に
対
す

る
保
健
師
の
訪
問
活
動
に
つ
い

て
は
、「
重
複
・
頻
回
受
診
者
に

係
る
医
療
費
適
正
化
対
策
の
推

進
に
つ
い
て（
通
知
）」（
平
成
10

年
８
月
５
日
保
険
発
第
１
２
６

号
）に
基
づ
き
、
積
極
的
に
推
進
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す
る
こ
と
。

６　

そ
の
他
の
取
組

加
齢
に
伴
い
心
身
の
活
力
が

低
下
し
て
き
た「
健
康
」と「
要
介

護
」の
中
間
の
虚
弱
状
態
を
指
す

フ
レ
イ
ル
や
加
齢
に
伴
う
口
腔

の
衰
え
を
指
す
オ
ー
ラ
ル
フ
レ

イ
ル
の
予
防
に
引
き
続
き
取
り

組
む
こ
と
。

７　

医
療
費
等
の
分
析

医
療
費
等
の
分
析
に
つ
い
て

は
、
診
療
諸
率
の
経
年
的
な
傾

向
把
握
、
他
の
保
険
者
と
の
医

療
費
実
態
の
比
較
、
疾
病
構
造
、

長
期
入
院
者
及
び
重
複
・
頻
回

受
診
者
の
動
向
の
把
握
・
分
析

等
に
よ
り
、
医
療
費
等
の
現
状

と
問
題
点
を
的
確
に
把
握
し
、

医
療
費
の
適
正
化
に
必
要
な
施

策
に
反
映
す
る
こ
と
。 

ま
た
、
将
来
に
向
け
て
医
療

費
適
正
化
対
策
を
効
果
的
に
実

施
す
る
た
め
、
国
保
連
合
会
等

と
連
携
し
、
調
査
・
研
究
を
行

う
こ
と
。 

な
お
、
国
保
連
合
会
か
ら
提
供

さ
れ
る
疾
病
統
計
、
長
期
入
院

者
、
重
複
・
頻
回
受
診
者
、
柔

整
内
容
点
検
リ
ス
ト
等
の
資
料

を
十
分
活
用
し
、
医
療
費
適
正

化
対
策
の
内
容
を
充
実
さ
せ
る

こ
と
。

8　

県
に
よ
る
市
町
の
保
健
事
業

支
援国

民
健
康
保
険
法
第
82
条
第

14
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和

２（
２
０
２
０
）
年
度
以
降
、
市

町
の
保
健
事
業
を
支
援
す
る
た

め
、
県
が
、
市
町
に
対
し
レ
セ

プ
ト
等
の
情
報
の
提
供
を
求
め

る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と

か
ら
、
県
に
よ
る
レ
セ
プ
ト
等

を
活
用
し
た
健
康
課
題
の
整
理
・

分
析
及
び
支
援
等
に
つ
い
て
、

連
携
・
協
力
に
努
め
る
こ
と
。

第
７　

保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
及
び
福

祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
施
策
そ
の

他
の
関
連
施
策
と
の
連
携

１　

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
構

築
に
向
け
た
取
組

医
療
・
介
護
・
生
活
支
援
等

が
一
体
的
に
提
供
さ
れ
る
地
域

包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
構
築
の
実

現
に
向
け
て
、
課
題
を
抱
え
る

被
保
険
者
の
把
握
と
働
き
か
け
、

地
域
で
被
保
険
者
を
支
え
る
仕

組
み
づ
く
り
や
地
域
で
被
保
険

者
を
支
え
る
ま
ち
づ
く
り
等
に

取
り
組
む
こ
と
。

２　

直
営
診
療
施
設 

保
険
者
が
設
置
す
る
直
営
診

療
施
設
に
つ
い
て
は
、
国
民
健

康
保
険
の
被
保
険
者
を
始
め
と

し
た
地
域
住
民
に
対
し
て
、
保

健
・
医
療
・
福
祉
の
各
般
に
わ

た
る
総
合
的
な
処
遇
を
行
う
う

え
で
極
め
て
重
要
な
役
割
を
果

た
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る

の
で
、
地
域
住
民
に
対
す
る
医

療
・
健
康
に
関
す
る
相
談
部
門

を
設
置
す
る
等
、
総
合
的
な
機

能
が
発
揮
で
き
る
よ
う
充
実
さ

せ
る
こ
と
。

３　

高
齢
者
の
保
健
事
業
と
介
護

予
防
の
一
体
的
実
施
に
関
す
る

事
項国

民
健
康
保
険
の
保
健
事
業

及
び
高
齢
者
に
対
す
る
保
健
事

業
に
つ
い
て
、
市
町
が
介
護
保

険
の
地
域
支
援
事
業
等
と
一
体

的
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
、
健
康
増
進
部
門
及
び
介

護
部
門
と
の
連
携
体
制
を
整
備

す
る
外
、
効
果
的
に
市
町
村
国

保
ヘ
ル
ス
ア
ッ
プ
事
業
等
を
活

用
す
る
こ
と
。

第
８　

そ
の
他

１　

補
助
金
申
請
事
務
等
の
適
正
化

補
助
金
の
申
請
等
に
係
る
事

務
処
理
に
つ
い
て
は
、
会
計
実

地
検
査
等
に
お
い
て
多
数
の
不

適
正
な
事
務
処
理
が
判
明
し
て

お
り
、
自
主
点
検
に
よ
る
適
正

化
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
が
、
今
後
は
、「
国
民
健
康

保
険
関
係
国
庫
補
助
金
等
に
か

か
る
事
務
処
理
の
適
正
化
に
つ

い
て（
通
知
）」（
令
和
５
年
12
月

27
日
保
国
発
１
２
２
７
第
２
号

及
び
事
務
連
絡
）等
、
関
係
通
知

を
参
考
に
す
る
と
と
も
に
、
申

請
誤
り
が
生
じ
な
い
よ
う
な
防

止
策（
誤
り
や
す
い
事
項
に
つ
い

て
の
確
認
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成

等
）を
講
じ
る
等
、
適
正
な
事
務

処
理
の
た
め
に
必
要
な
体
制
の

整
備
を
図
る
こ
と
。

２　

不
正
及
び
事
故
の
防
止

不
正
及
び
事
故
の
防
止
に
つ

い
て
は
、
事
務
処
理
方
式
の
見

直
し
、
相
互
牽
制
体
制
等
の

管
理
体
制
の
充
実
及
び
自
主
的

監
査
の
実
施
等
、
不
正
及
び
事

故
の
防
止
に
万
全
を
期
す
こ
と
。

万
が
一
不
正
及
び
事
故
が
発
生
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し
た
場
合
は
、
速
や
か
に
県
に

報
告
す
る
こ
と
。

な
お
、
特
定
個
人
情
報
の
漏

え
い
事
案
等
が
発
生
し
た
場
合

の
対
応
に
つ
い
て
は
、「
独
立
行

政
法
人
等
及
び
地
方
公
共
団
体

等
に
お
け
る
特
定
個
人
情
報
の

漏
え
い
事
案
等
が
発
生
し
た
場

合
の
対
応
に
つ
い
て
」（
平
成
27

年
特
定
個
人
情
報
保
護
委
員
会

告
示
第
１
号
）に
基
づ
き
、
事
案

に
よ
っ
て
は
個
人
情
報
保
護
委

員
会
へ
報
告
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
場
合
、
県
に
も
情
報
提
供

す
る
こ
と
。

ま
た
、
個
人
番
号
利
用
事
務
を

受
託
し
て
い
た
事
業
者
が
、
最

初
の
委
託
者
で
あ
る
地
方
公
共

団
体
等
の
許
諾
を
得
ず
に
同
事

務
を
再
委
託
し
て
い
た
事
案
が

あ
っ
た
こ
と
か
ら「
特
定
個
人
情

報
の
適
正
な
取
扱
い
に
関
す
る

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン（
行
政
機
関
等
・

地
方
公
共
団
体
等
編
）」
が
改

正
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
、

特
定
個
人
情
報
に
つ
い
て
適
正

に
取
り
扱
う
こ
と
。（「
特
定
個

人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
に
関

す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
改
正
に

つ
い
て（
依
頼
）」（
令
和
元
年
12

月
10
日
個
情
第
１
１
４
４
号
））

３　

国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会

の
充
実 

国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会

に
つ
い
て
は
、
国
保
事
業
の
適

正
か
つ
安
定
的
な
運
営
を
図
る

た
め
に
重
要
な
審
議
機
関
で
あ

る
の
で
、
事
業
運
営
の
課
題
・

問
題
点
を
十
分
に
審
議
す
る
等
、

積
極
的
に
開
催
す
る
こ
と
。

４　

保
険
者
協
議
会
に
お
け
る
各

保
険
者
と
の
連
携
・
協
力 

保
険
者
協
議
会
に
つ
い
て
は
、

保
健
事
業
等
の
効
率
的
で
円
滑

な
事
業
運
営
を
図
る
た
め
、
各

保
険
者
と
の
連
携
・
協
力
に
努

め
る
こ
と
。

５　

情
報
開
示 　

レ
セ
プ
ト
開
示
に
つ
い
て
は
、

「
診
療
報
酬
明
細
書
等
の
被
保
険

者
へ
の
開
示
に
つ
い
て（
通
知
）」

（
平
成
17
年
３
月
31
日
保
発
第

０
３
３
１
０
０
７
号
、
平
成
23
年

６
月
20
日
付
け
保
発
０
６
２
０

第
２
号
に
よ
り
一
部
改
正
）に
基

づ
き
行
う
こ
と
。

６　

国
保
事
業
に
係
る
検
証

市
町
は
、
毎
年
度
、
事
業
の
実

施
状
況
を
分
析
・
評
価
し
、
必

要
に
応
じ
て
改
善
に
取
り
組
む

こ
と
。

７　

有
効
期
限
に
至
っ
た
国
民
健

康
保
険
被
保
険
者
証
等
の
取
扱

被
保
険
者
の
負
担
軽
減
の
た

め
、「
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規

則
及
び
高
齢
者
の
医
療
の
確
保

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
の
施
行
に

つ
い
て
」（
令
和
３
年
10
月
18
日

保
発
１
０
１
８
第
４
号
）が
発
出

さ
れ
、
有
効
期
限
に
至
っ
た
国

民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
等
に

つ
い
て
、
保
険
者
に
返
却
せ
ず

被
保
険
者
自
身
で
破
棄
し
て
も

差
し
支
え
な
い
こ
と
と
す
る
取

扱
い
が
可
能
と
な
っ
た
。

一
方
、
被
保
険
者
証
等
の
自

己
破
棄
を
行
う
場
合
に
は
、
誤

使
用
に
よ
る
不
当
利
得
の
発
生

も
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、「
有

効
期
限
に
至
っ
た
国
民
健
康
保

険
被
保
険
者
証
等
の
取
扱
い
に

係
る
Ｑ
＆
Ａ
の
送
付
に
つ
い
て
」

（
令
和
３
年
10
月
19
日
事
務
連

絡
）等
に
基
づ
き
、
被
保
険
者
へ

の
周
知
を
図
る
こ
と
。

８　

夫
婦
共
同
扶
養
に
お
け
る
被

扶
養
者
の
認
定　

被
保
険
者
の
年
間
収
入
の
捉

え
方
が
保
険
者
ご
と
に
異
な
っ

て
い
る
こ
と
が
原
因
で
認
定

対
象
者
が
円
滑
に
認
定
さ
れ
ず
、

一
時
的
に
無
保
険
状
態
に
な
る
と

い
っ
た
事
象
が
散
見
さ
れ
て
い
た

こ
と
か
ら
、「
夫
婦
共
同
扶
養
の

場
合
に
お
け
る
被
扶
養
者
の
認
定

に
つ
い
て
」（
令
和
３
年
４
月
30

日
保
保
発
０
４
３
０
第
２
号
及
び

保
国
発
０
４
３
０
第
１
号
）及
び

「
夫
婦
共
同
扶
養
の
場
合
に
お
け

る
被
扶
養
者
の
認
定
に
係
る
Ｑ
＆

Ａ
に
つ
い
て
」（
令
和
３
年
８
月

11
日
事
務
連
絡
）が
発
出
さ
れ
て

い
る
た
め
、
同
通
知
及
び
事
務
連

絡
に
基
づ
き
、
適
正
に
認
定
を
行

う
こ
と
。

９　

犯
罪
等
の
被
害
を
受
け
た
被
保

険
者
等
に
係
る
保
険
税
並
び
に
一

部
負
担
金
の
減
免
及
び
徴
収
猶
予

世
帯
主
が
犯
罪
等
の
被
害
を
受

け
、
生
活
が
著
し
く
困
難
と
な
っ

た
事
情
を
有
す
る
場
合
は
、
保
険

税
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
特

別
の
理
由
が
あ
る
も
の
と
し
て
、

条
例
に
基
づ
き
、
当
該
世
帯
主
の

状
況
を
踏
ま
え
、
保
険
税
の
減
免
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及
び
徴
収
猶
予
の
対
象
と
し
て
取

り
扱
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ

と
、
ま
た
、
一
部
負
担
金
に
つ
い

て
も
、
当
該
世
帯
主
の
状
況
を
踏

ま
え
、
一
部
負
担
金
の
減
免
及
び

徴
収
猶
予
の
対
象
と
し
て
取
り
扱

う
こ
と
が
可
能
と
の
見
解
が
示
さ

れ
て
い
る
の
で
、
当
該
制
度
の
活

用
に
つ
い
て
配
慮
す
る
こ
と
。「
犯

罪
等
の
被
害
を
受
け
た
被
保
険
者

等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
及
び
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
に
お
け
る
保

険
料（
税
）並
び
に
一
部
負
担
金

の
減
免
及
び
徴
収
猶
予
の
取
扱
い

に
つ
い
て
」（
令
和
５
年
６
月
30

日
保
国
発
０
６
３
０
第
３
号
・
保

高
発
０
６
３
０
第
３
号
）

10　

マ
イ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
健
康
保

険
証
の
一
体
化

（
１
）現
行
の
被
保
険
者
証
、
資

格
証
明
書
及
び
新
た
な
資
格
確
認

書
の
有
効
期
間
等
に
つ
い
て

関
係
法
令
の
改
正
に
よ
り
令
和

６（
２
０
２
４
）
年
12
月
２
日
か

ら
現
行
の
健
康
保
険
証
の
新
規
発

行
が
終
了
と
な
り
、
マ
イ
ナ
保
険

証（
健
康
保
険
証
の
利
用
登
録
を

行
っ
た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
）

を
基
本
と
す
る
仕
組
み
へ
の
移
行

が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、

現
行
の
被
保
険
者
証
及
び
資
格
証

明
書
の
有
効
期
間
の
設
定
は
、
原

則
と
し
て
、
県
・
市
町
・
国
保
連

合
会
間
で
協
議
・
決
定
し
て
い
く

内
容
に
沿
っ
て
対
応
す
る
こ
と
。

ま
た
、
現
行
の
被
保
険
者
証
及

び
資
格
証
明
書
の
終
了
後
に
交
付

す
る「
資
格
確
認
書
」に
つ
い
て

は「
資
格
確
認
書
の
様
式
等
に
つ

い
て（
令
和
５
年
12
月
22
日
事
務

連
絡
）」に
基
づ
く
記
載
事
項
や
有

効
期
間
の
設
定
に
関
し
て
、
原
則

と
し
て
、
県
・
市
町
・
国
保
連
合

会
間
で
協
議
・
決
定
し
て
い
く
内

容
に
沿
っ
て
対
応
す
る
こ
と
。

（
２
）オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
等

シ
ス
テ
ム（
以
下「
オ
ン
ラ
イ
ン

資
格
確
認
」と
い
う
。）に
お
け
る

正
確
な
資
格
情
報
等
の
登
録

令
和
３（
２
０
２
１
）
年
10
月

20
日
か
ら
本
格
運
用
が
開
始
さ

れ
て
い
る
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確

認
に
つ
い
て
は
、
異
な
る
被
保

険
者
の
個
人
番
号
が
登
録
さ
れ

て
い
た
事
案
を
受
け
て「
オ
ン
ラ

イ
ン
資
格
確
認
等
シ
ス
テ
ム
に

お
け
る
正
確
な
資
格
情
報
等
の

登
録
に
つ
い
て（
令
和
４
年
１
月

27
日
保
国
発
０
１
２
７
第
１
号

等（
令
和
５
年
５
月
23
日
一
部
改

正
））」に
お
い
て
留
意
事
項
が
示

さ
れ
、
個
人
番
号
の
取
得
・
登
録
・

修
正
を
行
う
際
の
基
本
的
留
意

事
項
、
異
な
る
個
人
番
号
が
登

録
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
検
知
し

た
場
合
の
対
応
手
順
が
示
さ
れ

て
い
る
の
で
対
応
に
つ
い
て
留

意
す
る
こ
と
。

ま
た
、
Ｄ
Ｖ
・
虐
待
等
被
害

者
の
個
人
情
報
で
あ
る
避
難
先

の
住
所
等
が
加
害
者
に
特
定
さ

れ
な
い
よ
う
、
直
接
本
人
に
確

認
す
る
な
ど
に
十
分
留
意
す
る

こ
と
と
し
て「
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格

確
認
等
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
正

確
な
資
格
情
報
等
の
登
録
に
向

け
た
一
連
の
作
業
に
お
け
る
Ｄ

Ｖ
・
虐
待
等
被
害
者
の
保
護
の

た
め
の
対
応
に
つ
い
て（
注
意
喚

起
）」（
令
和
５
年
９
月
15
日
事

務
連
絡
）が
示
さ
れ
て
い
る
の
で

注
意
す
る
こ
と
。

（
３
）
マ
イ
ナ
保
険
証
の
保
有

者
へ
の「
資
格
情
報
の
お
知
ら

せ
」の
送
付

健
康
保
険
証
の
廃
止
後
は
、
マ

イ
ナ
保
険
証
の
保
有
者
が
自
身

の
被
保
険
者
資
格
等
を
簡
易
に

把
握
で
き
る
よ
う
、「
資
格
確
認

書
の
様
式
等
に
つ
い
て（
令
和
５

年
12
月
22
日
事
務
連
絡
）」
に
基

づ
い
て
、
新
規
資
格
取
得
時
や

負
担
割
合
の
変
更
時（
70
歳
以
上

の
被
保
険
者
の
み
）等
に「
資
格

情
報
の
お
知
ら
せ
」を
交
付
す
る

こ
と
と
さ
れ
た
た
め
、
健
康
保

険
証
の
有
効
期
間（
有
効
期
間
の

経
過
措
置
期
間
）の
終
了
後
に
は
、

当
該
お
知
ら
せ
を
確
実
に
交
付

す
る
こ
と
。

な
お
、
資
格
確
認
書
が
交
付

さ
れ
た
者
は
当
該
お
知
ら
せ
の

交
付
対
象
者
か
ら
除
か
れ
る
こ

と
と
な
る
た
め
留
意
す
る
こ
と
。

（
４
）
被
保
険
者
等
へ
の
加
入

者
情
報
等
の
送
付
に
つ
い
て

「
被
保
険
者
等
へ
の
加
入
情
報

等
の
送
付
に
つ
い
て（
依
頼
）令

和
６
年
１
月
９
日
事
務
連
絡
」」

に
よ
り
、
全
て
の
方
に
安
心
し

て
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
保

険
証
と
し
て
利
用
し
て
い
た
だ

け
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
的

に
、
令
和
６
年
春
以
降
の
い
ず

れ
か
の
時
点
で
、
原
則
全
て
の

被
保
険
者
及
び
被
扶
養
者
に
対
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し
て
、
医
療
保
険
者
等
の
把
握

し
て
い
る
加
入
者
情
報（
個
人
番

号
の
下
４
桁
を
含
む
）を
通
知
す

る
こ
と
と
さ
れ
、
念
の
た
め
特

定
記
録
郵
便
に
よ
り
送
付
す
る

こ
と
を
原
則
と
さ
れ
て
い
る
た

め
対
応
に
つ
い
て
留
意
す
る
こ

と
。（

５
）
マ
イ
ナ
保
険
証
の
利
用

促
進
に
向
け
た
取
組

マ
イ
ナ
保
険
証
の
利
用
促
進

や
現
行
の
健
康
保
険
証
廃
止
後

の
対
応
に
つ
い
て
、
被
保
険
者

等
へ
の
確
実
な
周
知
・
広
報
を

行
う
こ
と
と
し
て「
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
と
健
康
保
険
証
の

一
体
化
に
関
す
る
周
知
広
報
に

つ
い
て（
令
和
５
年
４
月
28
日
事

務
連
絡
、
令
和
５
年
６
月
９
日

事
務
連
絡
、
令
和
６
年
１
月
12

日
事
務
連
絡
、
令
和
６
年
４
月

30
日
事
務
連
絡
）が
示
さ
れ
、
特

に
、
マ
イ
ナ
保
険
証
の
利
用
促

進
に
つ
い
て
積
極
的
に
各
種
取

組
を
進
め
る
よ
う
示
さ
れ
て
い

る
た
め
、
各
市
町
で
の
実
情
等

に
応
じ
た
取
組
を
検
討
・
実
施

し
て
い
く
こ
と
。

（
６
）そ
の
他

（
１
）か
ら（
５
）の
ほ
か
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
健
康
保

険
証
の
一
体
化
に
関
連
し
て
示

さ
れ
て
い
る
取
扱
通
知
等（
及
び

今
後
示
さ
れ
る
取
扱
通
知
等
）に

留
意
し
な
が
ら
、
事
務
処
理
に

当
た
る
こ
と
。

○
国
保
組
合
に
関
す
る
事
項

国
保
組
合
の
運
営
に
当
た
っ
て

は
、以
下
の
点
に
も
留
意
す
る
こ
と
。

１　

適
用
の
適
正
化

被
保
険
者
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

組
合
規
約
に
定
め
る
組
合
員
の
業

種（
現
に
業
務
に
従
事
し
て
い
る

か
否
か
を
含
む
。）、
住
所
、
勤
務

先
の
業
態
及
び
健
康
保
険
の
適
用

除
外
承
認
手
続
き
の
確
認
を
徹
底

す
る
こ
と
。 

ま
た
、「
国
民
健
康
保
険
組
合

の
組
合
員
資
格
の
適
正
な
取
扱
い

に
つ
い
て
」（
平
成
24
年
３
月
26

日
保
国
発
０
３
２
６
第
１
号
）に

基
づ
き
、
定
期
的
に
被
保
険
者
資

格
の
確
認
を
行
う
等
、
適
正
な
取

扱
い
を
徹
底
す
る
こ
と
。 

２　

法
令
遵
守
体
制
の
整
備

「
国
民
健
康
保
険
組
合
に
お
け

る
法
令
遵
守（
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン

ス
）体
制
の
整
備
に
つ
い
て（
通

知
）」（
平
成
22
年
９
月
10
日
保
国

発
０
９
１
０
第
１
号
）に
基
づ
き
、

法
令
遵
守
体
制
の
整
備
に
取
り
組

む
こ
と
。 

３　

個
人
情
報
等
の
適
正
な
管
理

国
保
組
合
が
扱
う
個
人
情
報
等

の
重
要
情
報
に
つ
い
て
は
、
個
人

情
報
保
護
法
及
び「
国
民
健
康
保

険
組
合
に
お
け
る
個
人
情
報
の
適

切
な
取
扱
い
の
た
め
の
ガ
イ
ダ
ン

ス
に
つ
い
て（
通
知
）」（
平
成
29

年
４
月
14
日
個
情
第
５
４
０
号
、

保
発
０
４
１
４
第
16
号
）（
令
和

６
年
３
月
12
日
一
部
改
正
）に
基

づ
き
適
正
な
管
理
に
取
り
組
む
こ

と
。ま

た
、
個
人
番
号
利
用
事
務
を

受
託
し
て
い
た
事
業
者
が
、
最
初

の
委
託
者
で
あ
る
地
方
公
共
団
体

等
の
許
諾
を
得
ず
に
同
事
務
を
再

委
託
し
て
い
た
事
案
に
関
連
し

て
、
番
号
法
違
反
の
事
例
を
明
確

化
す
る
た
め
、「
特
定
個
人
情
報

の
適
正
な
取
扱
い
に
関
す
る
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン（
事
業
者
編
）」が
改
正

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
、
特

定
個
人
情
報
に
つ
い
て
適
正
に
取

り
扱
う
こ
と
。（「
特
定
個
人
情
報

の
適
正
な
取
扱
い
に
関
す
る
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
の
改
正
に
つ
い
て（
依

頼
）」（
令
和
元
年
12
月
10
日
個
情

第
１
１
４
４
号
））

○
国
保
連
合
会
に
関
す
る
事
項

第
１　

審
査
の
充
実
強
化

レ
セ
プ
ト
の
審
査
支
払
事
務
に

つ
い
て
は
、
審
査
専
門
部
会
の
審

査
対
象
の
拡
大
、
事
務
点
検
期
間

及
び
審
査
委
員
会
に
お
け
る
審
査

期
間
の
延
長
等
に
よ
り
事
務
共
助

の
充
実
及
び
審
査
体
制
を
拡
充
し
、

審
査
の
充
実
・
強
化
及
び
効
率
化

に
努
め
る
こ
と
。

第
２　

保
険
者
支
援

１　

保
険
者
事
務
共
同
電
算
処
理
事

業
等
の
充
実
・
強
化 

保
険
者
事
務
共
同
電
算
処
理
事

業
及
び
第
三
者
行
為
求
償
事
務
共

同
処
理
事
業
に
つ
い
て
は
、
保
険

者
の
事
務
処
理
の
効
率
化
等
を
図

る
た
め
充
実
・
強
化
す
る
こ
と
。 

特
に
第
三
者
行
為
求
償
に
つ
い

て
は
、
研
修
会
の
開
催
や
損
害
保

険
関
係
団
体
、
医
療
機
関
等
と
の

連
携
強
化
に
加
え
、
直
接
求
償
事

務
に
関
し
て
、
保
険
者
の
ニ
ー
ズ
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に
専
門
的
・
的
確
に
応
じ
ら
れ
る

よ
う
、
将
来
的
に
全
て
の
傷
害
事

故
に
つ
い
て
受
託
で
き
る
体
制
を

構
築
す
る
こ
と
。

２　

医
療
費
分
析
等
の
充
実
・
活
用

医
療
費
分
析
等
に
つ
い
て
は
、

保
険
者
に
お
い
て
医
療
費
等
の

分
析
結
果
に
基
づ
く
効
果
的
な

保
健
事
業
の
実
施
を
図
る
た
め
、

疾
病
統
計
及
び
重
複
・
頻
回
受

診
者
リ
ス
ト
等
の
充
実
を
図
る

と
と
も
に
そ
の
活
用
方
法
の
教

示
等
を
行
う
こ
と
。 

な
お
、
疾
病
統
計
等
に
つ
い

て
は
、
保
険
者
に
と
っ
て
有
効

か
つ
必
要
な
も
の
と
な
っ
て
い

る
か
活
用
状
況
を
把
握
し
、
的

確
な
情
報
を
提
供
す
る
と
と
も

に
電
算
事
務
の
効
率
化
を
推
進

す
る
こ
と
。

３　

レ
セ
プ
ト
点
検
調
査
の
支
援 

レ
セ
プ
ト
点
検
調
査
の
支
援
に

つ
い
て
は
、
保
険
者
に
お
け
る
レ

セ
プ
ト
点
検
調
査
の
内
容
点
検
の

充
実
を
図
る
た
め
、
保
険
者
の
実

態
に
応
じ
た
レ
セ
プ
ト
点
検
調
査

に
係
る
研
修
及
び
内
容
点
検
を
的

確
に
行
う
た
め
の
情
報
提
供
等
、

積
極
的
な
支
援
を
行
う
こ
と
。

４　

保
健
事
業
の
支
援 

保
健
事
業
の
支
援
に
つ
い
て
は
、

保
険
者
が
特
定
健
康
診
査
・
特
定

保
健
指
導
を
円
滑
に
実
施
で
き
る

よ
う
支
援
す
る
と
と
も
に
、
デ
ー

タ
ヘ
ル
ス
計
画
の
策
定
支
援
を
は

じ
め
、
健
診
結
果
デ
ー
タ
等
を
活

用
し
て
各
保
険
者
の
実
態
に
応

じ
た
効
果
的
な
保
健
事
業
の
企
画
、

評
価
、
調
査
・
研
究
等
、
各
種
の

施
策
の
支
援
を
行
う
こ
と
。

ま
た
、
保
険
者
が
行
う
保
健
・

福
祉
事
業
と
の
連
携
に
配
意
し
た

保
健
事
業
の
展
開
に
対
す
る
支
援

等
に
も
配
意
す
る
こ
と
。

国
民
健
康
保
険
の
保
健
事
業
及

び
高
齢
者
に
対
す
る
保
健
事
業
に

つ
い
て
、
市
町
が
介
護
保
険
の
地

域
支
援
事
業
等
と
一
体
的
に
実
施

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
診
療

報
酬
請
求
書
及
び
特
定
健
康
診
査

等
に
関
す
る
記
録
に
係
る
情
報
そ

の
他
の
国
民
の
保
健
医
療
の
向
上

及
び
福
祉
の
増
進
に
資
す
る
情
報

の
収
集
、
整
理
及
び
分
析
並
び
に

そ
の
結
果
の
活
用
の
促
進
に
努
め

る
こ
と
。（「「
医
療
保
険
制
度
の
適

正
か
つ
効
率
的
な
運
営
を
図
る
た

め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
」の
一
部
の
施
行
に

つ
い
て（
通
知
）」（
令
和
元
年
５

月
22
日
保
発
０
５
２
２
第
２
号
））

５　

保
険
税
収
納
率
向
上
対
策
の

支
援 徴

収
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を
活
用
し

て
、保
険
者
に
対
し
て
長
期
滞
納
・

収
納
困
難
事
案
へ
の
対
応
方
法
の

相
談
及
び
職
員
研
修
に
よ
る
職
員

の
資
質
向
上
等
、
収
納
率
向
上
の

た
め
の
保
険
者
支
援
を
行
う
こ
と
。

第
３　

そ
の
他

１　

個
人
情
報
等
を
含
む
重
要
情
報

の
適
正
管
理

国
保
連
合
会
が
扱
う
個
人
情
報

等
の
重
要
情
報
に
つ
い
て
は
、
個

人
情
報
保
護
法
及
び「
国
民
健
康

保
険
団
体
連
合
会
等
に
お
け
る
個

人
情
報
の
適
切
な
取
扱
い
の
た
め

の
ガ
イ
ダ
ン
ス
に
つ
い
て
」（
平

成
29
年
４
月
14
日
個
情
第
５
４
１

号
、
保
発
第
０
４
１
４
第
10
号
）

（
令
和
６
年
３
月
12
日
一
部
改
正
）

に
基
づ
き
適
正
な
管
理
に
取
り
組

む
こ
と
。

ま
た
、
個
人
番
号
利
用
事
務
を

受
託
し
て
い
た
事
業
者
が
、
最
初

の
委
託
者
で
あ
る
地
方
公
共
団
体

等
の
許
諾
を
得
ず
に
同
事
務
を
再

委
託
し
て
い
た
事
案
に
関
連
し

て
、
番
号
法
違
反
の
事
例
を
明
確

化
す
る
た
め
、「
特
定
個
人
情
報

の
適
正
な
取
扱
い
に
関
す
る
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン（
事
業
者
編
）」が
改
正

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
、
特

定
個
人
情
報
に
つ
い
て
適
正
に
取

り
扱
う
こ
と
。（「
特
定
個
人
情
報

の
適
正
な
取
扱
い
に
関
す
る
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
の
改
正
に
つ
い
て（
依

頼
）」（
令
和
元
年
12
月
10
日
個
情

第
１
１
４
４
号
））

２　

事
務
の
改
善
等

国
保
連
合
会
に
お
け
る
不
正
及

び
事
故
の
防
止
に
つ
い
て
は
、
保

険
者
に
関
す
る
事
項
の
第
８
の
２

に
準
じ
て
実
施
す
る
こ
と
。

な
お
、
特
定
個
人
情
報
の
漏
え

い
事
案
等
が
発
生
し
た
場
合
の
対

応
に
つ
い
て
は
、「
事
業
者
に
お

け
る
特
定
個
人
情
報
の
漏
え
い
事

案
等
が
発
生
し
た
場
合
の
対
応
に

つ
い
て
」（
平
成
27
年
特
定
個
人

情
報
保
護
委
員
会
告
示
第
２
号
）

に
基
づ
き
、
個
人
情
報
保
護
委
員

会
へ
報
告
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ

の
場
合
、
県
に
も
情
報
提
供
す
る

こ
と
。
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こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
の
健
康
に
良
い
こ
と
を

こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
の
健
康
に
良
い
こ
と
を

　

 

の
趣
味
と
健
康
法

私
「
私
の
趣
味
っ
て
何
だ
ろ
う
？
」と
、

こ
の
原
稿
を
書
く
に
あ
た
っ
て
改
め

て
考
え
て
み
ま
し
た
が
、
特
に
こ
れ

と
言
え
る
も
の
が
な
く
、
強
い
て
言

え
ば
旅
行
で
し
ょ
う
か
。

若
い
こ
ろ
は
、
職
場
の
仲
間
５
人

と
日
本
各
地
の
い
ろ
い
ろ
な
場
所
に

旅
行
し
、
そ
の
土
地
の
お
い
し
い
も

の
を
食
べ
た
り
飲
ん
だ
り
、
時
に
は

日
常
で
は
得
ら
れ
な
い
体
験
を
し
た

り
と
、
年
に
一
度
の
お
楽
し
み
の
た

め
に
、
行
先
や
行
程
を
考
え
ワ
ク
ワ

ク
し
た
も
の
で
す
。

５
人
そ
れ
ぞ
れ
が
結
婚
、
出
産
、

子
育
て
等
で
、
全
員
で
旅
行
に
行
け

な
い
時
期
も
あ
り
ま
し
た
が
、
５
人

の
旅
行
は
現
在
も
続
い
て
お
り
、
昨

年
末
に
は
久
し
ぶ
り
に
全
員
で
日
帰

り
旅
行
に
出
掛
け
ま
し
た
。

ま
た
、
最
近
は
な
か
な
か
予
定
が

合
い
ま
せ
ん
が
、
東
京
に
住
む
娘
た

ち
や
友
人
と
も
、
年
に
数
回
旅
行
を

楽
し
ん
で
い
ま
す
。
旅
行
と
い
う
目

標
が
あ
れ
ば
自
ず
と
日
々
の
健
康
に

も
気
を
付
け
な
が
ら
、
い
ろ
い
ろ
な

こ
と
を
頑
張
れ
ま
す
。

私
は
、
日
中
ほ
と
ん
ど
座
っ
て
仕

事
を
し
て
い
る
の
で
、
旅
行
に
行
っ

て
一
人
だ
け
歩
け
な
い
と
困
る
と
い

う
思
い
と
、
毎
年
の
人
間
ド
ッ
グ
で

日
々
の
運
動
の
有
無
を
聞
か
れ
る
た

め
、
仲
間
の
一
人
と
昼
食
後
に
20
分

程
度
の
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
を
す
る
こ
と

に
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
最
近
は
、
暑
す
ぎ
た
り
寒

す
ぎ
た
り
、
花
粉
や
黄
砂
が
飛
ん
だ

り
と
、
気
持
ち
よ
く
歩
け
る
日
が
少

な
く
、
こ
れ
で「
運
動
を
し
て
い
ま

す
！
」と
堂
々
と
言
っ
て
良
い
も
の

か
疑
問
も
あ
り
ま
す
が
、
歩
き
な
が

ら
い
ろ
い
ろ
な
話
を
す
る
こ
と
で
ス

ト
レ
ス
の
発
散
効
果
も
あ
り
、
こ
れ

は
こ
れ
で
良
し
と
し
、
楽
し
く
続
け

て
い
ま
す
。

先
日
、
当
課
が
主
催
し
て
い
る

健
康
教
室
の「
か
ら
だ
と
と
の
え

フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
」に
参
加
し
ま
し
た
。

当
日
は
、
講
師
の
先
生
の
動
き
に
つ

い
て
い
く
こ
と
に
必
死
で
、
周
り
を

見
て
い
る
余
裕
も
な
く
、
１
時
間
の

教
室
が
終
わ
る
こ
と
に
は
ヘ
ト
ヘ
ト

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
体
力
の

衰
え
を
さ
ら
に
実
感
し
、
こ
れ
か
ら

は
も
う
少
し
何
か
し
た
方
が
良
い
か

と
現
在
思
案
中
で
す
。

何
は
と
も
あ
れ
、
楽
し
み
を
与
え

て
く
れ
る
仲
間
と
気
持
ち
よ
く
旅
行

に
送
り
出
し
て
く
れ
る
家
族
に
感
謝

を
し
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
も
適
度
な

運
動
と
、
心
の
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
を
心

掛
け
、
日
々
を
楽
し
み
つ
つ
健
康
で

機
嫌
よ
く
過
ご
し
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

矢板市　健康増進課

課長 髙
たか

橋
はし

  理
まさ

子
こ
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那
須
烏
山
市
の
概
要

那
須
烏
山
市
は
、
首
都
圏
１
５
０

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
圏
内
で
栃
木
県
の
東
部

に
位
置
し
、
県
都
宇
都
宮
市
か
ら
概
ね

30
～
35
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
あ
り

ま
す
。
西
部
は
高
根
沢
町
、
北
部
は
さ

く
ら
市
、
那
珂
川
町
、
南
部
は
市
貝
町
、

茂
木
町
、
東
部
は
茨
城
県
常
陸
大
宮
市

に
接
し
て
い
ま
す
。

八
溝
山
系
に
属
し
、
那
珂
川
が
平

野
部
を
貫
流
し
て
い
ま
す
。
那
珂
川

右
岸
は
丘
陵
地
帯
が
形
成
さ
れ
、
丘

陵
を
縫
う
よ
う
に
荒
川
や
江
川
な
ど

の
大
小
河
川
が
貫
流
し
、
那
珂
川
左

岸
は
、
那
珂
川
県
立
自
然
公
園
に
属

す
る
山
間
地
と
小
河
川
で
形
成
さ
れ

て
い
ま
す
。

ま
た
、
一
般
国
道
２
９
４
号
と
主

要
地
方
道
宇
都
宮
那
須
烏
山
線
を
主

軸
に
、
南
那
須
市
街
地
と
烏
山
市
街

地
の
２
つ
の
都
市
核
を
有
す
る
、「
２

極
分
散
型
」の
都
市
構
造
を
形
成
し
て

お
り
、
Ｊ
Ｒ
烏
山
線
や
主
要
地
方
道

宇
都
宮
那
須
烏
山
線
な
ど
に
よ
る
連

絡
の
良
さ
か
ら
、
宇
都
宮
広
域
生
活

圏
に
含
ま
れ
、
定
住
機
能
や
産
業
機

能
を
補
完
す
る
都
市
と
し
て
の
性
格

を
有
し
て
い
ま
す
。

“
持
続
可
能
な
ま
ち
”
で
あ
り
続

け
る
た
め
に

那
須
烏
山
市
が
、
10
年
後
・
20
年

後
先
の
将
来
に
わ
た
っ
て“
持
続
可

能
な
ま
ち
”
で
あ
り
続
け
る
た
め
に
、

従
来
ま
で
の「
前
例
踏
襲
型
の
守
り

の
市
政
運
営
」
か
ら
１
歩
踏
み
出
し
、

「
未
来
志
向
型
の
積
極
的
な
市
政
運

営
」へ
の
転
換
が
図
ら
れ
て
い
ま
す
。

大
切
な
市
民
の
安
全
・
安
心
な
暮

ら
し
を
守
り
抜
き
、
未
来
へ
と
着
実

に
繋
い
で
行
く
た
め
、
新
た
な
市
政

運
営
の
指
針
と
な
る「
那
須
烏
山
市

第
３
次
総
合
計
画
」
を
策
定
し
、
目

指
す
べ
き
ま
ち
の
将
来
像
を「
新
た

な
未
来
へ
の
第
一
歩　

市
民
が
主

役
の
ま
ち　

那
須
烏
山
市
」
と
掲
げ
、

各
種
施
策
に
取
り
組
ま
れ
て
い
ま

す
。　今

回
は
、
国
の
重
要
無
形
民
俗
文

化
財
に
指
定
さ
れ
る「
山
あ
げ
祭
」を

は
じ
め
と
す
る
歴
史
文
化
・
観
光
資

源
に
恵
ま
れ
た
那
須
烏
山
市
を
訪
れ
、

那
須
烏
山
市
の
目
指
す
町
づ
く
り

や
国
保
税
収
納
率
向
上
に
係
る
取
組
、

市
民
の
健
康
づ
く
り
支
援
等
に
つ
い

て
お
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。　
　

マ
イ
ナ
保
険
証
の
普
及
に
向
け
て

初
め
に
、
市
民
課
国
保
医
療
グ
ル
ー

プ
の
草
分
主
幹
と
金
内
主
任
に
、
市

民
課
に
お
け
る
取
組
に
つ
い
て
お
話

を
う
か
が
い
ま
し
た
。

那
須
烏
山
市

新
た
な
未
来
へ
の
第
一
歩

市
民
が
主
役
の
ま
ち

      

みてある

那須烏山市

那須
烏山市第143回

突 撃 ル ポ
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金
内
主
任
は「
市
民
課
で
は
、
現
行

の
被
保
険
者
証
廃
止
に
向
け
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
取
得
や
、
カ
ー

ド
取
得
後
の
保
険
証
と
の
紐
づ
け
作

業
等
の
支
援
に
各
グ
ル
ー
プ
と
連
携

し
、
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。」と
話
し

ま
す
。

ま
た
、
課
題
と
し
て
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
を
申
請
し
て
も
受
け
取

り
に
来
な
い
方
が
い
る
こ
と
や
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
保
険
証
の
紐

づ
け
支
援
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
あ

ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い

て
触
れ「
令
和
６
年
度
は
、
健
康
診
断

会
場
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
取

得
・
保
険
証
紐
づ
け
支
援
を
行
っ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
市
の
広
報
誌
や
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
定
期
的
に
広
報
を
行
っ

た
り
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交

付
通
知
書
の
中
に
紐
づ
け
支
援
の
実

施
に
関
す
る
文
書
を
入
れ
た
り
す
る

こ
と
で
支
援
の
周
知
を
行
っ
て
い
ま

す
。」と
話
し
ま
す
。

催
告
書
を
早
く
確
実
に
ご
覧
い
た

だ
く
た
め
の
工
夫

次
に
、
税
務
課
徴
収
対
策
グ
ル
ー

プ
の
星
宮
課
長
補
佐
と
齋
藤
主
査
に
、

税
務
課
に
お
け
る
取
組
に
つ
い
て
お

話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

齋
藤
主
査
は「
督
促
発
布
後
、
ひ
と

月
を
経
過
し
て
も
納
付
の
な
い
滞
納

者
に
対
し
て
は
、
色
付
き
封
筒
や
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
が
印
刷
さ
れ
た
封
筒
で
逐

一
催
告
書
を
送
付
し
て
い
ま
す
。」と

話
し
ま
す
。

龍門の滝とACCUM（アキュム）

龍門ふるさと民芸館

烏山大橋

市民課　金内主任

税務課　齋藤主査
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ｐ
ｉ
ｐ
ｉ
ｔ
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｑ
を
活
用
し

た
迅
速
な
滞
納
整
理

令
和
５
年
度
に
は
p
i
p
i
t
Ｌ
Ｉ

Ｎ
Ｑ（
ピ
ピ
ッ
ト
リ
ン
ク
：
各
金
融
機

関
の
預
貯
金
情
報
を
電
子
上
で
照
会
す

る
こ
と
が
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
）を
導
入

し
、
滞
納
者
の
預
金
照
会
を
迅
速
に
行

う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
う

で
す
。
星
宮
課
長
補
佐
は「
令
和
５
年

度
に
預
金
調
査
を
か
け
た
件
数
は
約

２
万
６
０
０
０
件
で
、
書
面
で
照
会
を

行
っ
て
い
た
頃
と
比
較
す
る
と
、
件
数

は
10
倍
ほ
ど
伸
び
ま
し
た
。」と
話
し

ま
す
。

さ
ら
に
、
令
和
６
年
度
は
ｐ
ｉ
ｐ
ｉ

ｔ
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｑ
と
預
金
照
会
結
果
を
入
力

す
る
保
険
者
業
務
端
末
を
連
携
す
る

シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
、
滞
納
者
情
報
と

預
金
情
報
の
紐
づ
け
が
容
易
と
な
り
、

さ
ら
に
迅
速
で
確
実
な
差
押
え
等
を
行

う
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
そ
う
で
す
。

滞
納
整
理
を
す
る
に
あ
た
り
、
苦
労

し
て
い
る
こ
と
は
あ
る
か
尋
ね
る
と
、

齋
藤
主
査
は「
世
帯
主
が
す
で
に
後
期

高
齢
者
に
な
っ
て
い
て
も
、
同
世
帯
に

収
入
の
あ
る
国
保
被
保
険
者
が
い
る
こ

と
で
、
世
帯
主
が
国
保
税
を
納
め
な
く

て
は
な
ら
な
い
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。

世
帯
主
に
担
税
力
が
な
い
場
合
の
滞
納

整
理
に
苦
慮
し
て
い
ま
す
。」と
話
し

ま
す
。

税
務
課
で
の
そ
の
他
の
取
組

　

ま
た
税
務
課
で
は
、
随
時
電
話
催

告
や
臨
宅
を
行
っ
て
お
り
、
換
価
可

能
な
財
産（
預
金
、
生
命
保
険
、
給

与
等
）
が
な
い
場
合
に
は
、
捜
索
を

実
施
す
る
な
ど
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
令
和
６
年
度
は
口
座
振

替
登
録
推
進
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
行
い
、

口
座
振
替
の
推
進
も
図
っ
て
い
ま

す
。

大
多
数
の
納
期
内
納
付
者
の
た
め
に

も
、
滞
納
整
理
や
収
納
率
向
上
事
業

に
懸
命
に
取
り
組
む
職
員
の
方
の
真
摯

な
姿
勢
が
印
象
に
残
り
ま
し
た
。

市
民
が
楽
し
み
な
が
ら
運
動
に
取

り
組
む
た
め
に

次
に
、
市
民
へ
の
健
康
づ
く
り
支

援
の
取
組
等
に
つ
い
て
、
健
康
福
祉

課
健
康
増
進
グ
ル
ー
プ
の
海
老
原
保

健
師
主
幹
と
大
久
保
管
理
栄
養
士
主

査
に
お
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

那
須
烏
山
市
で
は
、
市
民
に
運
動

の
必
要
性
を
理
解
し
て
も
ら
い
、
日

常
生
活
の
中
に
効
果
的
に
取
り
入
れ
、

習
慣
化
し
て
も
ら
う
た
め
に「
運
動
習

慣
化
教
室
」を
実
施
し
て
い
ま
す
。

海
老
原
保
健
師
主
幹
は「
令
和
５
年

度
の
教
室
で
は
、
家
庭
で
も
実
施
で

き
る
簡
単
な
運
動
を
テ
ー
マ
に
、
講

師
と
詳
細
に
打
ち
合
わ
せ
を
行
い
ま

し
た
。
ま
た
、
年
６
回
の
教
室
を
、

基
礎
編
・
応
用
編
に
分
け
、ダ
ン
ス（
Ｚ

Ｕ
Ｍ
Ｂ
Ａ
）や
ア
ク
テ
ィ
ブ
ヨ
ガ
等
の

多
様
な
内
容
を
実
施
し
て
い
ま
す
。」

と
話
し
ま
す
。
初
心
者
・
経
験
者
を

問
わ
ず
す
べ
て
の
方
が
楽
し
み
な
が

税務課　星宮課長補佐

運動教室の様子
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ら
運
動
に
取
り
組
め
る
よ
う
工
夫
す

る
様
子
が
う
か
が
え
ま
し
た
。

参
加
者
へ
の
事
後
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、

89
％
の
方
が
運
動
習
慣
や
生
活
に
変
化

が
あ
っ
た
と
回
答
し
、
自
宅
で
も
筋
ト

レ
や
ス
ト
レ
ッ
チ
を
実
施
す
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
方
も
い
る
そ
う
で
す
。

糖
尿
病
重
症
化
予
防
事
業
へ
の

取
組

市
で
は
、
栃
木
県
糖
尿
病
重
症
化

予
防
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
基
づ
き
、「
情
報

提
供
」、「
受
診
勧
奨
」、「
保
健
指
導
」

を
実
施
し
て
い
ま
す
。
情
報
提
供
は
、

当
該
年
度
の
特
定
健
診
結
果
説
明
会

に
て
、
対
象
者
の
生
活
習
慣
等
を
個

別
面
接
で
確
認
し
、
助
言
す
る
こ
と

で
行
っ
て
い
ま
す
。
受
診
勧
奨
・
保

健
指
導
は
前
年
度
の
特
定
健
診
結
果

か
ら
抽
出
を
行
い
、
対
象
者
を
決
定

し
て
実
施
し
て
い
ま
す
。

海
老
原
保
健
師
主
幹
は「
マ
ン
パ

ワ
ー
不
足
も
あ
り
、
令
和
４
年
度
の

保
健
指
導
実
施
者
は
０
名
と
な
っ
て

い
ま
し
た
。
こ
の
結
果
を
受
け
、
令

和
５
年
度
は
勧
奨
通
知
を
見
直
し
、

保
健
指
導
を
土
日
祝
日
や
時
間
外
も

対
応
可
能
な
業
者
へ
委
託
し
、
指
導

を
受
け
や
す
い
環
境
を
整
え
た
と
こ

ろ
希
望
者
が
増
え
ま
し
た
。」と
話
し

ま
す
。「
受
診
勧
奨
は
、
当
該
年
度
の

結
果
説
明
会
に
お
い
て
強
化
し
て
い

き
、
保
健
指
導
は
引
き
続
き
、
外
部

委
託
の
良
さ
を
活
か
し
て
実
施
し
て

い
く
予
定
で
す
。」と
話
し
ま
す
。

市
民
の
健
康
意
識
向
上
を
目
指
し
た

野
菜
摂
取
推
定
量
測
定
事
業
の
実
施

令
和
６
年
度
に
は
新
規
事
業
と
し

て
、
野
菜
摂
取
推
定
量
測
定
事
業
が

予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
大
久
保
管
理

栄
養
士
主
査
は
、「
令
和
４
年
度
に
実

施
し
た「
な
す
か
ら
す
や
ま
健
康
プ
ラ

ン
第
２
期
計
画
」の
中
間
評
価
に
お
い

て
、
市
民
の
野
菜
摂
取
人
数
が
、
計

画
策
定
時
の
平
成
28
年
度
よ
り
も
減

少
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。

こ
の
現
状
を
踏
ま
え
、
市
民
の
野
菜

摂
取
に
対
す
る
意
識
付
け
を
図
る
た

め
、
野
菜
摂
取
推
定
量
測
定
器
を
導

入
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。」と
話
し

ま
す
。

本
測
定
器
は
、
特
定
保
健
指
導
や

健
康
講
座
等
で
活
用
予
定
と
の
こ
と

で
す
。
野
菜
摂
取
人
数
や
野
菜
摂
取

量
の
増
加
、
ひ
い
て
は
市
民
の
健
康

意
識
を
向
上
さ
せ
、
食
生
活
改
善
の

サ
ポ
ー
ト
に
繋
が
る
こ
と
も
期
待
が

で
き
ま
す
。

特
定
保
健
指
導
終
了
者
数
を
伸
ば

す
た
め
に

引
き
続
き
、
那
須
烏
山
市
の
特
定
保

健
指
導
の
取
組
に
つ
い
て
健
康
福
祉
課

の
お
二
人
に
お
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

大
久
保
管
理
栄
養
士
主
査
は「
特

定
保
健
指
導
の
該
当
者
数
は
例
年

１
８
０
人
程
度
で
横
ば
い
の
状
態
で

あ
り
、
動
機
付
け
支
援（
生
活
習
慣
病

に
な
る
リ
ス
ク
が
現
れ
始
め
た
段
階

の
方
へ
の
支
援
）に
つ
い
て
は
指
導
終

了
者
数
が
年
々
伸
び
て
い
ま
す
。
一

方
で
、
積
極
的
支
援（
生
活
習
慣
病
に

な
る
リ
ス
ク
が
重
な
っ
て
い
る
状
態

の
方
へ
の
支
援
）に
お
い
て
は
、
最
終

評
価
ま
で
実
施
で
き
る
方
が
少
な
く
、

実
施
率
が
上
が
ら
な
い
こ
と
が
課
題

で
し
た
。」と
話
し
ま
す
。
こ
れ
を
受

け
、
令
和
５
年
度
に
は
、
業
者
委
託

に
よ
り
土
日
祝
日
や
時
間
外
、
リ
モ
ー

ト
で
の
特
定
保
健
指
導
を
実
施
し
た

と
こ
ろ
、
終
了
者
数
が
増
加
し
た
そ

う
で
す
。

ま
た
、
令
和
５
年
度
よ
り
終
了
者

に
は
終
了
特
典
と
し
て
ノ
ベ
ル
テ
ィ

を
贈
呈
し
て
お
り
、
令
和
５
年
度
は

「
カ
ロ
リ
ー
茶
碗
」、
令
和
６
年
度
は

「
減
塩
し
ょ
う
油
皿
」と
い
っ
た
日
々

の
食
生
活
改
善
の
一
助
と
な
る
よ
う

な
食
・
健
康
グ
ッ
ズ
を
提
供
し
、
さ

ら
な
る
終
了
者
の
増
加
を
図
っ
て
い

ま
す
。

健康福祉課　海老原保健師主幹

健康福祉課
大久保管理栄養士主査
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特
定
健
診
受
診
率
強
化
の
た
め
の

取
組

次
に
、
特
定
健
診
に
つ
い
て
、
市

民
課
の
お
二
人
に
お
話
を
う
か
が
い

ま
し
た
。

特
定
健
診
未
受
診
者
に
対
し
て
は
、

Ａ
Ｉ
を
用
い
た
勧
奨
通
知
を
送
付
し
、

対
象
者
の
パ
タ
ー
ン
に
応
じ
た
勧
奨

内
容
で
受
診
を
促
し
て
い
ま
す
。
令

和
６
年
度
は
特
に
受
診
率
の
低
い
40

歳
～
59
歳
の
方
向
け
に
、
ナ
ッ
ジ
理

論
を
効
果
的
に
用
い
た
通
知
を
作
成

し
、
受
診
率
の
強
化
を
図
り
ま
す
。

併
せ
て
、
特
定
健
診
未
受
診
者
の

う
ち
、
か
か
り
つ
け
医
で
治
療
を
継

続
し
て
い
る
者
を
抽
出
し
、
対
象
者

へ
通
知
も
行
っ
て
い
ま
す
。
対
象
者

が
か
か
り
つ
け
医
に
情
報
提
供
同
意

書
を
持
参
し
、
身
体
測
定
等
を
行
っ

た
の
ち
、
か
か
り
つ
け
医
か
ら
診
療

情
報
の
提
供
を
受
け
て
い
ま
す
。

個
別
健
診
を
導
入
し
、
受
診
率
向

上
を
目
指
す

特
定
健
診
受
診
率
向
上
に
向
け
た

今
後
の
取
組
と
し
て
、
草
分
主
幹

は「
こ
れ
ま
で
国
保
被
保
険
者
に
対

し
て
の
個
別
健
診
は
未
実
施
で
し
た
。

そ
こ
で
、
か
か
り
つ
け
医
を
作
る
こ

と
・
受
診
率
を
上
げ
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
、
70
歳
～
74
歳
を
対
象
と
し

た
個
別
健
診
の
実
施
に
向
け
て
準
備

を
進
め
て
い
き
ま
す
。
最
終
的
に
は

40
歳
以
上
の
国
保
被
保
険
者
を
対
象

と
し
た
個
別
健
診
の
実
施
を
目
指
し

て
い
き
ま
す
。」と
話
し
ま
す
。

今
後
の
課
題
と
対
策

金
内
主
任
は
、
那
須
烏
山
市
の
一

人
当
た
り
の
医
療
費
の
高
さ
が
県
内

上
位
に
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
触
れ

「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
差
額
通
知

や
医
療
費
通
知
を
出
す
こ
と
で
、
少

し
で
も
医
療
費
の
適
正
化
に
繋
が
る

よ
う
、
通
知
さ
れ
て
い
る
理
由
を
市

民
の
方
に
理
解
し
て
も
ら
う
必
要

が
あ
る
と
考
え
ま
す
。」と
話
し
ま

す
。
ま
た
、「
柔
整
と
医
科
の
併
給

や
、
第
三
者
行
為
の
疑
い
が
あ
る
者

へ
の
確
認
、
診
療
報
酬
明
細
資
格
確

認
等
を
引
き
続
き
行
い
、
誤
っ
た
請

求
が
行
わ
れ
な
い
よ
う
努
め
ま
す
。」

と
話
し
、
今
後
も
医
療
費
の
適
正
化

に
向
け
、
努
力
し
て
い
く
前
向
き
な

姿
勢
が
う
か
が
え
ま
し
た
。

　
市
民
の
よ
り
良
い
暮
ら
し
の
た
め

に
、
職
員
が
一
丸
と
な
っ
て
様
々
な

事
業
に
熱
心
に
取
り
組
む
那
須
烏
山

市
。
新
規
事
業
を
展
開
し
な
が
ら
、

医
療
費
適
正
化
に
向
け
て
奮
闘
す
る

職
員
の
方
々
の
様
子
が
印
象
に
残
る

取
材
と
な
り
ま
し
た
。

◎那須烏山市の概況

令和２年度 令和３年度 令和４年度

総人口（人） 25,711 25,231 24,745

総世帯数（世帯） 10,480 10,438 10,397

国保被保険者

加入世帯数（世帯） 4,289 4,248 4,157

被保険者数（人） 7,074 6,940 6,701

被保険者加入率（％） 27.5 27.5 27.0

保険料（税） 一人当たり調定額（円） 89,966 89,454 91,198

収納状況（現年分） 収納率（％） 95.53 95.97 96.43

一人当たりの療養諸費費用額（円） 360,159 393,228 430,529

特定健診・特定
保健指導の状況

特定健診受診率（％） 33.0 37.8 38.2

特定保健指導実施率（％） 35.5 37.3 34.3

カロリー茶碗

市民課　草分主幹

今回の取材にご対応いただきました
那須烏山市の皆さん。ありがとうございました！
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佐野市では、令和５年度に「第３期佐野市国民健
康保険保健事業実施計画」（データヘルス計画）を策
定いたしました。佐野市国保の健康課題に対し、計
画に記載した保健事業を実施することにより、被保
険者の健康寿命の延伸と医療費適正化の推進を目指
します。

各保健事業については、健康増進主管課である健
康増進課をはじめ、庁内外関係部局と十分な連携を
取りながら実施しています。

〇特定健康診査
健診案内や受診券が記載された「けんしん

スタートブック」を全対象者に送付します。
受診率向上事業として、通知勧奨、電話勧奨、
医療機関からの情報提供（みなし健診）等を
実施し、受診率の増加を図っています。

〇糖尿病重症化予防事業
糖尿病性腎症の重症化リスクが高い方に対

し、かかりつけ医と協力して6 ヵ月間の保健
指導を実施し、透析療法導入に至らないよう
支援をしています。また、佐野市医師会と協
力し、糖尿病重症化予防講演・無料相談会を
開催しています。

〇健康大学講座
医師等を講師に迎え、講座を開催し、健

康に役立つさまざまな情報を提供します。

〇健康サポートステーション
保健師、管理栄養士、歯科衛生士などの

専門スタッフと個別に相談することができ、
一人一人に合った健康づくりのポイントを
ご提案させていただきます。

〇健康マイレージ（さのまる健康アプリ）
アプリの機能を利用して、歩くことや健

康増進につながる行動でポイントが獲得で
き、一定のポイントをためた方には、デジ
タルギフトをプレゼントします。

＜健診勧奨横断幕（市庁舎５階に掲示）＞

＜講演会開催時の様子＞

佐野市の保健事業
【佐野市】

保険者
だより

令 和 ６ 年 度

お問い合わせ

さのまる健康アプリ事務局

03-6629-9145
受付時間：9：00～17：00
※土日祝、および12月29日から１月３日を除く

https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/
sougou/digitalsuishin/gyoumuannnai/
kenkouapp/appinfo.html

sano@kenko-mileage.docomo.ne.jp

アプリの
登録支援

市内の携帯電話ショップ（協力店）などで、
アプリの登録をお手伝いします！
※協力店によって受付時間などが異なります。詳しくはこちら

2025年
３月頃予定
アプリ内の
「お知らせ」で
通知します

先着3,500名 2024年

６.１土

2025年

１.31金18歳以上の佐野市民

※佐野市に住民票がある方に限ります。

※佐野市に住民票がある方 アプリ機能は年間利用できます

プレゼント

対 象 ギフト配布キャンペーン期間（ポイント有効期間）

～

参加費無 料

6月１日土～
2024年

開始！

※『QUOカードPay』とは、スマートフォンで使える
デジタルギフトです。専用のアプリが不要で、さの
まる健康アプリ内の通知で送られてきたURLを開
くだけで、簡単にご利用いただけます。

ポイント達成者に、
QUOカードPayをプレゼント！

もれなく

5,000ポイント達成で

7,000ポイント達成で
1,000円分

1,500円分
10,000ポイント達成で

2,000円分

STEP1
アプリを
取得しよう

AndroidiPhone

STEP２
色々な

ポイントを獲得！

STEP３
ポイントで
プレゼント！

■歩数ポイント

ポイント達成者に
2025年３月頃予定

■歩数送信ポイント

１日の歩数
2,000歩～

4,000歩～

6,000歩～

8,000歩～

10,000歩～

10pt
20pt
40pt
50pt
60pt

ポイント

内　容
歩数送信（１日１回） 5pt

ポイント

■ウォーキングコース
達成で１コース
※１コース１回限り

※さのまる健康アプリを退会されますと、配布できません。

100pt
■健康イベント
１回のイベント参加で 50pt

■けんしんポイント

■アンケートポイント

種　別
健康診査など

がん検診など
※ポイントの付与には、１月末頃に実施の
　アンケートの回答が必要です。

※アンケート開設は１月を予定
※アンケート集計後、ポイントを付与します。

250pt
250pt

ポイント

■体重入力ポイント
内　容

歩数送信（１日１回） 5pt
ポイント

回答で 100pt

詳しくは
こちら！

ギフト配布

さのまる健康アプリ内の「お知らせ」で届いた
ページを開き、お店に提示するだけ！

使用方法

アプリの「歩数送信ボタン」を
押して歩数を送信！

「健康マイレージ」で検索！

詳しい手順は
こちら！

団体コードsanoで
アカウント登録！

毎日の
健康づくりで、ポイントが貯まります。

QUOカードPayを
プレゼント！
※ポイントはキャンペーン期間中に貯めた分が対象となります。
※佐野市に住民票のある方に限ります。
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―
―
野
球
は
投
げ
た
り
、
打
っ
た
り
、

走
っ
た
り
と
多
様
な
技
術
が
求
め
ら

れ
る
上
に
、
運
動
量
も
多
い
ス
ポ
ー

ツ
と
い
う
印
象
で
す
が
、
練
習
や
試

合
で
力
を
十
分
に
発
揮
す
る
た
め
に
、

普
段
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
識
し
て

い
ま
す
か
？

体
の
ケ
ア
に
気
を
遣
う
よ
う
に
し

て
い
ま
す
。
練
習
後
に
家
へ
帰
っ

て
、
お
風
呂
に
入
っ
た
あ
と
に
必
ず

ス
ト
レ
ッ
チ
を
し
て
疲
れ
た
身
体

を
癒
し
て
い
ま
す
。
普
段
の
練
習
や

試
合
で
力
を
発
揮
す
る
た
め
に
は
、

練
習
後
の
疲
労
の
ケ
ア
が
と
て
も

大
事
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

―
―
ス
ト
レ
ッ
チ
は
ど
の
よ
う
な
こ

と
を
中
心
に
行
っ
て
い
ま
す
か
？

開
脚
な
ど
股
関
節
に
効
く
ス
ト

レ
ッ
チ
を
重
点
的
に
行
っ
て
い
ま

す
。
僕
は
投
手
な
の
で
、
股
関
節
の

動
き
が
悪
い
と
、
ボ
ー
ル
を
投
げ
る

と
き
に
う
ま
く
踏
ん
張
れ
ず
良
い

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
出
せ
な
い
ん

で
す
。
股
関
節
の
ス
ト
レ
ッ
チ
の
ほ

か
に
、
マ
ッ
サ
ー
ジ
ガ
ン
（
銃
の
よ

う
な
見
た
目
で
、
先
端
部
分
が
振
動

す
る
こ
と
で
筋
肉
や
筋
膜
を
ほ
ぐ

す
マ
ッ
サ
ー
ジ
器
具
）
を
肘
な
ど
に

当
て
て
ケ
ア
も
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
投
手
は
肘
や
肩
を
ケ
ガ
す

る
こ
と
が
多
い
の
で
、
キ
ャ
ッ
チ

ボ
ー
ル
を
す
る
前
に
は
、
チ
ュ
ー
ブ

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
行
い
、
肘
や
肩
へ

の
負
担
が
か
か
り
に
く
く
な
る
よ

う
に
し
て
い
ま
す
。

―
―
で
は
、
中
村
選
手
が
普
段
の
食

事
で
気
に
か
け
て
い
る
こ
と
は
あ
り

ま
す
か
？

僕
は
体
重
が
増
え
や
す
い
体
質
だ

と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
揚
げ
物
は
な

る
べ
く
食
べ
な
い
よ
う
に
し
て
脂

質
を
抑
え
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
昔
か
ら
さ
さ
み
を
食
べ
る

よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
タ
ン
パ
ク
質

が
豊
富
で
、
筋
肉
を
付
け
る
の
に
良

い
で
す
。

健
康
の
た
め
に
納
豆
も
毎
日
食
べ

る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ビ

タ
ミ
ン
が
不
足
し
て
い
る
と
感
じ

た
場
合
に
は
、
ビ
タ
ミ
ン
を
多
く
含

む
ジ
ュ
ー
ス
を
飲
ん
で
補
っ
て
い

ま
す
。

―
―
夏
場
に
練
習
す
る
中
で
、
熱
中

症
対
策
と
し
て
行
っ
て
い
る
こ
と
は

あ
り
ま
す
か
？

練
習
中
は
水
を
頻
繁
に
飲
む
よ
う

に
し
て
い
ま
す
。
２
リ
ッ
ト
ル
の

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
を
持
っ
て
き
て
午

前
中
に
は
飲
み
切
っ
て
し
ま
い
ま

す
。
あ
と
は
、
寝
不
足
も
熱
中
症
を

引
き
起
こ
す
要
因
に
な
る
の
で
、
睡

眠
は
し
っ
か
り
と
る
よ
う
に
し
て

い
ま
す
。

〇出 身 地：栃木県宇都宮市
〇生年月日：2004年８月９日 　〇身長／体重：172cm 86kg
〇投 ／ 打：右投／右打
〇経 歴：宇都宮短期大学附属高校→栃木ゴールデンブレーブス（2023 ～）

今回は、県内のプロ野球チーム「栃木ゴールデ
ンブレーブス」に所属しており、栃木県宇都宮市
出身、期待のルーキーである中村拓馬選手に健康
な身体作りの秘訣や心構えを学ぶための取材を行
いました。

アスリートから学ぶ健康法!
栃木ゴールデンブレーブス

20  中
なか

村
むら

 拓
たく

馬
ま

 選手

※写真提供：栃木ゴールデンブレーブス
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―
―
１
日
の
睡
眠
時
間
は
ど
の
く
ら

い
で
す
か
？

　

大
体
７
時
間
く
ら
い
睡
眠
時
間

は
と
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
帰
り

が
遅
く
な
る
日
は
、
バ
ス
の
中
で
寝

る
よ
う
に
し
て
、
次
の
日
の
体
調
に

影
響
が
出
な
い
よ
う
に
し
て
い
ま

す
。
週
に
６
日
間
練
習
が
あ
る
の

で
、
休
み
の
１
日
は
身
体
の
ケ
ア
を

し
っ
か
り
と
行
い
、
あ
と
は
１
日

ず
っ
と
寝
て
い
ま
す
。

―
―
健
康
で
い
る
た
め
に
は
心
の
健

康
も
必
要
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
中
村

選
手
は
ス
ト
レ
ス
を
受
け
た
と
き
、

ど
の
よ
う
な
方
法
で
解
消
し
て
い
ま

す
か
？

野
球
で
ス
ト
レ
ス
を
感
じ
た
場
合

に
は
、
一
旦
野
球
か
ら
離
れ
る
よ
う

に
し
て
い
ま
す
。
好
き
な
ア
ニ
メ
を

見
た
り
、
友
達
と
話
し
た
り
す
る
こ

と
が
ス
ト
レ
ス
の
解
消
に
繋
が
っ

て
い
ま
す
。

―
―
中
村
選
手
は
ス
ト
レ
ス
を
感
じ

や
す
い
ほ
う
で
す
か
？

あ
ま
り
感
じ
な
い
ほ
う
で
す
。
常

に
運
動
を
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ

が
ス
ト
レ
ス
の
発
散
・
解
消
に
な
っ

て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
で
す
。
高

校
生
の
頃
は
勉
強
に
対
し
て
ス
ト

レ
ス
を
感
じ
る
こ
と
も
多
か
っ
た

の
で
す
が
、
こ
こ
に
入
っ
て
か
ら

は
、
ず
っ
と
好
き
な
野
球
が
で
き
る

の
で
、
ほ
と
ん
ど
感
じ
な
く
な
り
ま

し
た
。

―
―
辛
い
練
習
を
続
け
る
に
あ
た
っ

て
の
秘
訣
は
あ
り
ま
す
か
？

野
球
が
好
き
な
の
で
、
練
習
が

厳
し
く
て
も
続
け
ら
れ
て
い
る
の

だ
と
思
い
ま
す
。
僕
は
小
学
１
年

生
の
頃
か
ら
野
球
を
や
っ
て
い
て
、

試
合
に
負
け
た
日
は
野
球
が
嫌
に

な
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
で
も
、

「
立
ち
直
ら
な
い
と
い
け
な
い
」
と

自
分
を
奮
い
立
た
せ
て
続
け
て
き

ま
し
た
。
運
動
を
長
く
続
け
る
た

め
に
は
、
そ
の
運
動
自
体
を
好
き

に
な
る
こ
と
が
大
事
な
の
か
な
と

思
い
ま
す
。

―
―
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

最
後
に
、
読
者
の
皆
さ
ま
へ
一
言
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

健
康
で
い
る
た
め
に
は
、
ま
ず
自

分
の
身
体
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が

大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
僕
は
疲
れ
や

す
い
体
質
な
の
で
、
練
習
後
に
は

し
っ
か
り
身
体
の
ケ
ア
を
行
い
ま

す
し
、
太
り
や
す
い
体
質
な
の
で
揚

げ
物
は
控
え
る
よ
う
に
し
て
い
ま

す
。
こ
ん
な
風
に
、
自
分
の
身
体
と

向
き
合
う
こ
と
が
健
康
へ
の
第
一

歩
に
な
る
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

僕
が
所
属
す
る
栃
木
ゴ
ー
ル
デ
ン

ブ
レ
ー
ブ
ス
は
、
応
援
し
て
く
だ
さ

る
フ
ァ
ン
の
方
に
楽
し
ん
で
も
ら

う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
僕
た
ち
自
身

も
楽
し
ん
で
試
合
を
行
っ
て
い
ま

す
。
是
非
球
場
へ
足
を
運
ん
で
い
た

だ
き
、
僕
た
ち
が
楽
し
く
試
合
し
て

い
る
と
こ
ろ
を
観
て
い
た
だ
け
た

ら
嬉
し
い
で
す
。

以
上
、
栃
木
ゴ
ー
ル
デ
ン
ブ
レ
ー

ブ
ス
の
中
村
拓
馬
選
手
へ
の
取
材

で
し
た
。
健
康
な
生
活
を
送
る
う
え

で
の
心
構
え
や
実
践
し
て
い
る
健

康
法
を
教
え
て
い
た
だ
き
、
勉
強
に

な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
中
村
選
手
が

普
段
行
っ
て
い
る
ス
ト
レ
ッ
チ
に

つ
い
て
も
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
読
者
の
皆
様
も
左
の
二
次
元

コ
ー
ド
か
ら
動
画
を
ご
覧
に
な
っ

て
実
践
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

中
村
選
手
、
貴
重
な
お
話
を
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら

も
ご
活
躍
を
楽
し
み
に
し
て
お
り

ま
す
。

中村選手のストレッチ動画は
こちらから視聴できます。

Webページから記事をご覧の場合、
上記二次元コードをクリックして

動画を視聴いただけます。

栃木県国民健康保険団体連合会「栃木の国保」27
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「
本
当
か
嘘
か
知
ら
な
い
が
、
今
か
ら

何
十
年
後
の
日
本
で
は
六
十
歳
以
上
の
老

人
が
全
人
口
の
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め

る
と
い
う
。
つ
ま
り
一
人
の
若
者
の
ま
わ

り
を
四
人
の
老
人
が
取
り
囲
ん
で
し
ま
う

社
会
が
現
出
す
る
。
生
活
力
を
持
た
な
い

四
人
の
老
人
を
、
一
人
の
若
者
が
養
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
大
変
な
時
代
が
く
る
。

な
ぜ
そ
ん
な
こ
と
に
な
る
か
と
い
え
ば
、

フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
に
日
本
の
人
口
も
、
あ

る
時
期
か
ら
出
生
率
が
急
激
に
減
退
し
始

め
、
医
学
の
進
歩
に
よ
っ
て
老
人
の
死
亡

率
は
低
く
な
っ
て
く
る
か
ら
だ
。
そ
れ
を

要
す
る
に
老
齢
人
口
の
急
増
と
い
う
。」

今
か
ら
50
年
ほ
ど
前
の
１
９
７
２
（
昭

和
47
）
年
に
刊
行
さ
れ
た
有
吉
佐
和
子
氏

に
よ
る
「
恍
惚
の
人
」
に
あ
る
一
文
で
す
。

今
日
で
は
、“
六
十
歳
以
上
の
老

人
”
と
い
う
と
違
和
感
を
覚
え
ま
す
が
、

１
９
７
０
年
代
初
め
の
日
本
人
の
平
均
寿

命
は
、
男
性
が
69
・
３
歳
、
女
性
が
74
・

６
歳
で
し
た
か
ら
当
時
は
六
十
歳
以
上
を

老
人
と
し
た
の
も
頷
け
る
よ
う
な
気
が
し

ま
す
。

本
書
が
刊
行
さ
れ
て
か
ら
約
15
年
後
の

１
９
８
９
（
平
成
元
）
年
、
厚
生
省
（
当

時
）
と
日
本
歯
科
医
師
会
は
、
生
涯
自
分

の
歯
で
食
べ
る
楽
し
み
を
味
わ
え
る
よ

う
に
と
の
願
い
を
込
め
て
、
日
本
人
の

平
均
寿
命
で
あ
る
80
歳
で
20
本
の
歯
を

残
す
と
い
う
目
標
を
掲
げ
、「
８
０
２
０

運
動
」
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
ま
し
た
。
ス

タ
ー
ト
当
初
10
％
以
下
だ
っ
た
目
標
達
成

者
も
、
２
０
１
６
年
に
は
50
％
を
超
え
、

２
０
２
３
年
６
月
に
厚
労
省
が
発
表
し
た

歯
科
疾
患
実
態
調
査
で
は
達
成
者
率
が

51
・
６
％
と
な
り
ま
し
た
。

一
方
、
認
知
症
や
Ｍ
Ｃ
Ｉ
（
軽
度
認

知
障
害
）
の
有
病
率
は
80
歳
以
降
に
急

上
昇
す
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
の
調
査
研
究
に
よ
り
、
残

存
歯
数
が
多
い
ほ
ど
認
知
症
の
発
症
リ
ス

ク
が
小
さ
い
こ
と
は
分
か
っ
て
い
ま
す
が

（
図
１
）、
ひ
と
た
び
認
知
症
を
発
症
し
歯

科
と
の
関
係
が
途
絶
え
る
と
、
口
腔
内
環

境
が
急
速
に
悪
化
し
て
い
く
こ
と
も
事
実

で
す
。

こ
う
し
た
現
状
を
踏
ま
え
、
特
別
寄
稿

第
１
回
目
は
「
歯
科
に
お
け
る
認
知
症
対

応
に
つ
い
て
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
記
載
さ

せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
ま
す
。

多
歯
残
存
時
代
の
課
題

２
０
２
３
（
令
和
５
）
年
度
版
の
「
高

齢
社
会
白
書
」
に
よ
れ
ば
、
日
本
人
の
総
人

口
は
１
億
２
，
４
９
５
万
人
で
あ
り
、
総

人
口
に
占
め
る
65
歳
以
上
の
人
口
割
合
（
高

齢
化
率
）
は
29
・
０
％
、
３
，
６
２
４
万

人
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
直
近
の

デ
ー
タ
か
ら
、
認
知
症
有
病
者
率
を
15
％

と
し
て
試
算
す
る
と
、
現
在
の
認
知
症
患

者
数
の
推
計
値
は
５
４
３
万
人
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。
80
歳
を
過
ぎ
る
と
認
知

症
高
齢
者
の
割
合
は
急
増
し
て
い
き
ま
す
。

８
０
２
０
達
成
者
は
も
と
よ
り
、
こ
の
世

代
の
高
齢
者
に
歯
科
は
何
が
で
き
る
の
か
、

何
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
が
喫
緊

の
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。（
図
２
）

特別寄稿特別寄稿

歯
と
口
腔
の
健
康
づ
く
り  

〜
歯
科
に
お
け
る
認
知
症
対
応
に
つ
い
て
〜

第  回1

栃
木
県
歯
科
医
師
会
常
務
理
事

　
　印
南

　

 

秀
之

歳で 本以上自分の歯を有する者の割合

年 歯科疾患実態調査より（ 年 月 日厚労省発表）

この世代の高齢者（認知症患者を含む）に、
歯科は何ができるのか？

何をしなければならないのか？

〈図 2〉

〈図 1〉
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認
知
症
の
進
行
度
に
応
じ
た
歯
科
的

対
応１

）
認
知
症
へ
の
早
期
対
応
と
口
腔
内

環
境
の
整
備

歯
科
医
師
が
認
知
症
の
診
断
を
行
う

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
地
域
の
か
か

り
つ
け
の
歯
科
診
療
所
は
認
知
症
に
伴

う
生
活
機
能
低
下
等
の
早
期
発
見
が
し

や
す
い
環
境
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

（
図
３
）

認
知
症
の
方
に
限
ら
ず
、
高
齢
の
患
者

さ
ん
に
対
し
て
は
、
通
院
が
十
分
可
能
な

段
階
か
ら
将
来
的
な
予
測
に
も
配
慮
し
、

口
腔
の
ケ
ア
の
充
実
と
歯
科
疾
患
治
療
、

咀
嚼
機
能
の
改
善
に
必
要
な
補
綴
処
置

（
義
歯
の
作
製
や
調
整
な
ど
）
を
積
極
的

に
行
い
、
口
腔
内
の
環
境
を
整
備
し
て

お
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

２
）
食
べ
る
機
能
の
評
価
と
食
支
援

　

認
知
症
が
進
行
す
る
に
従
っ
て
、
食

べ
る
こ
と
の
乱
れ
が
顕
在
化
し
て
き
ま

す
。（
図
４
）
食
べ
る
機
能
を
適
切
に
評

価
す
る
と
と
も
に
、
自
ら
食
べ
る
意
欲
を

失
わ
な
い
た
め
の
支
援
が
必
要
に
な
っ

て
き
ま
す
。

３
）
歯
科
訪
問
診
療

さ
ら
に
、
歯
科
診
療
所
へ
の
通
院
が
困

難
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
歯
科
訪
問
診

療
へ
移
行
す
る
こ
と
も
必
要
で
す
。
歯

科
疾
患
や
義
歯
に
か
か
わ
る
治
療
、
専

門
的
な
口
腔
の
ケ
ア
や
食
事
支
援
な
ど

を
継
続
的
に
行
い
、
個
々
の
認
知
症
の
人

に
対
し
て
、
最
後
ま
で
口
か
ら
食
べ
る
こ

と
を
支
援
す
る
こ
と
も
、
歯
科
医
師
に

求
め
ら
れ
る
役
割
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

噛
む
力
、
飲
み
込
む
力
の
衰
え
は
、
認

知
症
や
他
の
疾
病
に
の
み
付
随
し
た
も

の
で
は
な
く
、
加
齢
に
よ
っ
て
誰
に
で

も
起
こ
り
う
る
身
体
現
象
で
す
。
次
回

は
、
近
年
話
題
と
な
っ
て
い
る
フ
レ
イ
ル

（
オ
ー
ラ
ル
フ
レ
イ
ル
）
に
焦
点
を
当
て

て
記
載
し
て
い
き
ま
す
。

〈図 3〉

〈図 4〉

歯科は認知症の早期発見につながりやすい“科”である
● 多くの歯科医院は予約制である

→予約の間違いや無断キャンセルが多くなる。
● 治療時間（患者との対面時間）が長い

→会話の辻褄が合わない。
● 一連の治療が継続的である

→前回までの治療の経過や指示した内容を忘れてしまう。
→何度も同じ質問を繰り返す。
→突然、受診しなくなる。

● 患者の外観（口腔内）が観察しやすい
→口腔清掃状態が悪くなる。（受診前に歯をみがいてこない）

● 義歯を装着している場合 新たに義歯を製作した場合
→義歯の汚れが目立つ。義歯をはずして清掃している気配がない。
→義歯を紛失したり、受診時に忘れたりする。
→義歯の着脱ができない。
（上下・前後が分からない・自分の歯との区別がつかない）

四大認知症における食支援の問題点

「食べない」認知症

「誤嚥する」認知症

「多彩な症状を示す」
認知症

「ケアが難しい」
認知症

・誤嚥はあまりない
・食行動の障害が多い
①食べ始められない
②食べている途中で
止まってしまう

③まったく食べない
④食欲の低下

・食行動の異常
①異食（口唇傾向）
②盗食
③過食
④拒食

・食欲低下（嗅覚低下・幻視・消化管運動の低下などによる）
・顕著な食べムラ
・中期の段階から重度の誤嚥
・食事性低血圧

・仮性球麻痺→嚥下障害
・誤嚥

・詰め込みによる窒息
・食事中の立ち去り
・口唇傾向
・食事の嗜好の変化

プロフィール

印
いんなみ

南　秀
ひでゆき

之栃木県歯科医師会常務理事
平成3年3月	神奈川歯科大学卒業
平成6年10月	印南歯科医院開設（那須塩原市）
平成23年4月	那須歯科医師会専務理事
平成25年6月	那須歯科医師会副会長
平成27年6月	栃木県歯科医師会理事（地域保健担当）
令和元年6月	栃木県歯科医師会常務理事（学校歯科担当）
令和5年6月	栃木県歯科医師会常務理事（学術・スポーツ歯科担当）現職
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保健師
活動報告

青
年
期
か
ら
高
齢
期
ま
で
　
仲
間
と
楽
し
く
健
康
づ
く
り

那
珂
川
町
健
康
福
祉
課
健
康
増
進
係　

佐さ

藤と
う　

理り

瑛え

那
珂
川
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー　

大お
お

金が
ね　
　

葵ま
も
る

◆
那
珂
川
町
の
概
要

那
珂
川
町
は
、
栃
木
県
の
東

北
東
に
位
置
し
、
大
田
原
市
、

那
須
烏
山
市
、
さ
く
ら
市
、
茨

城
県
大
子
町
、
常
陸
大
宮
市
と

隣
接
し
て
い
ま
す
。
森
林
が
６

割
を
占
め
、
町
の
中
心
部
に
は

関
東
の
四
万
十
川
と
呼
ば
れ
る

清
流
那
珂
川
が
南
流
し
て
い
ま

す
。
豊
か
な
森
林
や
清
流
那
珂

川
、
田
園
か
ら
成
る
景
観
は
す

ば
ら
し
く
、
町
の
北
部
に
位
置

す
る
小
砂
地
区
は
平
成
25
年
に

「
日
本
で
も
っ
と
も
美
し
い
村
」

に
認
定
さ
れ
ま
し
た
。

町
の
人
口
は
１
万
４
，
３
６
７

人
（
令
和
６
年
５
月
１
日
現
在
）

で
、
65
歳
以
上
の
高
齢
者
は
６
，

1
5
8
人
、
高
齢
化
率
は
42
・

9
％
（
令
和
６
年
４
月
１
日
現

在
）
で
あ
り
、
県
内
の
市
町
と

比
較
し
て
も
高
い
高
齢
化
率
と

な
っ
て
い
ま
す
。

◆
那
珂
川
町
の
健
康
課
題

那
珂
川
町
の
医
療
費
の
割
合

は
、
筋
・
骨
格
25
・
１
％
、
糖

尿
病
10
・
４
％
、
高
血
圧
症
８
・

８
％
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
栃
木

県
よ
り
も
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
要
介
護
者
の
有
病
率
は

心
臓
病
が
62
・
９
％
、
筋
・
骨

疾
患
が
51
・
２
％
で
あ
り
、
筋
・

骨
疾
患
を
持
っ
て
い
る
方
が
多

い
た
め
、
運
動
教
室
等
で
フ
レ

イ
ル
予
防
を
推
進
し
て
い
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。

◆
那
珂
よ
し
健
康
ポ
イ
ン
ト
事
業

町
民
の
自
主
的
か
つ
積
極
的

な
健
康
増
進
活
動
を
推
進
す
る

こ
と
を
目
的
に
、「
那
珂
よ
し
健

康
ポ
イ
ン
ト
事
業
」
を
実
施
し

て
い
ま
す
。

対
象
は
20
歳
以
上
の
町
民
で
、

参
加
希
望
の
方
に
は
、
健
康
福

祉
課
の
窓
口
等
で
申
請
し
て
も

ら
い
、
ポ
イ
ン
ト
カ
ー
ド
を
発

行
し
ま
す
。
ポ
イ
ン
ト
は
、
健

診
を
受
診
す
る
こ
と
が
必
須
で

あ
り
、
町
独
自
の
健
康
イ
ベ
ン

ト
へ
の
参
加
や
、
各
課
が
実
施

す
る
対
象
事
業
へ
の
参
加
で
ポ

イ
ン
ト
が
貯
ま
り
ま
す
。
規
定

の
ポ
イ
ン
ト
数
が
貯
ま
れ
ば
、

特
典
と
交
換
す
る
こ
と
が
で
き
、

さ
ら
に
ダ
ブ
ル
チ
ャ
ン
ス
に
参

加
し
て
ポ
イ
ン
ト
を
貯
め
る
と
、

町
の
豪
華
特
産
品
と
交
換
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

◆
多
種
多
様
な
健
康
イ
ベ
ン
ト

県
内
各
市
町
で
、
健
康
ポ
イ

ン
ト
事
業
は
実
施
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
那
珂
川
町
の
事
業
の
特

徴
と
し
て
は
、
多
種
多
様
な
健

康
づ
く
り
を
取
り
入
れ
た
、「
健

康
イ
ベ
ン
ト
」
を
開
催
し
て
い

る
こ
と
で
す
。

令
和
５
年
度
は
、
初
心
者
向

け
の
「
や
さ
し
い
ヨ
ガ
」
や
、

身
体
を
鍛
え
る
「
シ
ェ
イ
プ
ア
ッ

プ
ヨ
ガ
」、
リ
ラ
ッ
ク
ス
で
き
る

「
ほ
ぐ
し
ｄ
ｅ
ヨ
ガ
」
な
ど
幅
広

い
年
齢
の
方
が
参
加
し
や
す
い

よ
う
多
様
な
内
容
の
ヨ
ガ
を
開

催
し
た
り
、
理
学
療
法
士
を
講

師
と
し
た
「
関
節
痛
と
ん
で
い

け
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
」
や
、バ
レ
エ
・

ヨ
ガ
・
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
を
組
み

合
わ
せ
た
「
バ
レ
ト
ン
」
な
ど

も
行
い
ま
し
た
。

そ
の
他
に
も
、
町
内
の
屋
内

水
泳
場
で
の
「
水
中
ウ
ォ
ー
ク
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＆
ア
ク
ア
ビ
ク
ス
」
や
、
ジ
ェ

ル
を
使
用
し
た
「
今
日
か
ら
で

き
る
リ
ン
パ
マ
ッ
サ
ー
ジ
講
座
」

な
ど
町
の
施
設
や
人
材
を
活
用

し
た
内
容
も
取
り
入
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
開
催
時
間
を
日
中
・
夜
間
・

休
日
な
ど
様
々
な
時
間
に
設
定

し
、
働
き
世
代
の
方
も
参
加
し

や
す
い
よ
う
工
夫
し
ま
し
た
。

コ
ロ
ナ
が
５
類
に
下
が
り
、

集
客
に
よ
る
イ
ベ
ン
ト
が
再
開

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、

当
初
の
計
画
か
ら
追
加
で
企
画

し
、
最
終
的
に
全
21
回
開
催
、

延
べ
５
７
３
人
の
方
が
参
加
し

て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

◆
「
タ
キ
ミ
カ
の
作
り
方
」

実
践
編

ま
た
、
特
別
イ
ベ
ン
ト
と
し

て
、
日
本
最
高
齢
の
イ
ン
ス
ト

ラ
ク
タ
ー
・
タ
キ
ミ
カ
を
指
導

し
、
全
国
各
地
で
講
演
を
行
わ

れ
て
い
る
中
沢
智
治
先
生
を
講

師
に
、
通
常
の
健
康
イ
ベ
ン
ト

よ
り
も
規
模
を
拡
大
し
て
、
二

部
構
成
で
開
催
し
ま
し
た
。
午

前
の
部
で
は
高
齢
者
を
対
象
と

し
た
「
座
っ
て
で
き
る
タ
キ
ミ

カ
体
操
」、
午
後
の
部
で
は
運
動

強
度
を
上
げ
た
「
タ
キ
ミ
カ
目

指
し
て
美
ボ
デ
ィ
メ
イ
ク
」
を

行
い
、
皆
さ
ん
楽
し
く
体
を
動

か
し
、
汗
を
流
し
ま
し
た
。

参
加
者
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、

「
タ
キ
ミ
カ
さ
ん
を
目
標
に
頑
張

り
た
い
」「
家
で
も
続
け
て
実
践

し
た
い
」
な
ど
、
健
康
づ
く
り

に
対
す
る
町
民
の
前
向
き
な
意

見
を
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

◆
「
那
珂
よ
し
健
康
ポ
イ
ン

ト
事
業
」
の
今
後
の
取
り
組

み
に
つ
い
て

健
康
づ
く
り
は
、
食
事
や
運

動
を
は
じ
め
と
し
た
生
活
習
慣

の
改
善
な
ど
、
取
り
組
み
方
法

は
様
々
で
す
。

そ
の
う
ち
運
動
に
関
し
て
は
、

自
分
に
合
っ
た
運
動
を
見
つ
け
、

そ
れ
を
楽
し
く
継
続
す
る
こ
と

で
習
慣
化
し
て
い
き
ま
す
。

今
年
度
も
新
た
な
取
り
組
み

と
し
て
、
屋
内
水
泳
場
と
の
コ

ラ
ボ
健
康
イ
ベ
ン
ト
を
３
回
シ

リ
ー
ズ
と
し
て
開
催
し
た
り
、

な
す
風
土
記
の
丘
資
料
館
の
学

芸
員
に
よ
る
「
史
跡
ｄ
ｅ
健
康

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
」
で
、
町
内
を

歩
き
な
が
ら
史
跡
を
め
ぐ
る
健

康
イ
ベ
ン
ト
を
予
定
し
て
い
ま

す
。「

運
動
が
苦
手
」
と
い
う
方
や

「
運
動
が
続
か
な
い
」
と
い
う
方

に
も
、
楽
し
く
健
康
づ
く
り
に

取
り
組
め
る
よ
う
、
町
で
も
引

き
続
き
魅
力
的
な
内
容
の
健
康

イ
ベ
ン
ト
を
考
え
、
事
業
を
通

し
て
、
町
民
の
方
の
健
康
づ
く

り
の
サ
ポ
ー
ト
を
し
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

高
齢
者
の
保
健
事
業
と
介
護
予

防
の
一
体
的
実
施
事
業

◆
通
い
の
場
で
の
ポ
ピ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン
ア
プ
ロ
ー
チ
の
取
組
み

那
珂
川
町
で
は
、
令
和
５
年

度
よ
り
本
事
業
を
開
始
し
て
い

ま
す
。

通
い
の
場
（
５
か
所
）
に
参

健康イベントの様子
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加
し
て
い
る
高
齢
者
を
対
象
に
、

６
か
月
の
間
隔
を
開
け
て
、
健

康
質
問
票
及
び
体
力
測
定
（
握

力
・
片
足
立
ち
）
を
２
回
実
施
し
、

身
体
機
能
の
変
化
を
評
価
し
ま

し
た
。
参
加
者
に
は
測
定
値
の

維
持
・
向
上
の
た
め
、
自
宅
で

も
自
主
的
な
運
動
を
行
っ
て
い

た
だ
け
る
よ
う
、
握
力
を
鍛
え

る
グ
ッ
ズ
と
運
動
や
血
圧
が
記

録
で
き
る
年
間
の
日
記
を
配
付

し
ま
し
た
。

ま
た
、
１
回
目
の
健
康
質
問

票
の
結
果
よ
り
フ
レ
イ
ル
が
懸

念
さ
れ
る
方
に
対
し
て
は
、
保

健
師
が
個
人
に
合
わ
せ
た
運
動
・

栄
養
等
の
指
導
や
、
参
加
の
必

要
と
考
え
ら
れ
る
町
事
業
の
紹

介
を
行
い
ま
し
た
。
加
え
て
、

参
加
者
全
員
に
対
し
て
も
、
管

理
栄
養
士
と
保
健
師
に
よ
る
栄

養
と
口
腔
機
能
の
講
話
を
実
施

し
ま
し
た
。

◆
ポ
ピ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
ア
プ

ロ
ー
チ
を
行
っ
て

２
回
の
体
力
測
定
の
結
果
を

比
較
す
る
と
、「
握
力
が
維
持
・

改
善
し
た
」
と
回
答
し
た
人
が

48
・
９
％
、「
片
足
立
ち
の
測
定

結
果
が
維
持
・
改
善
し
た
」
と

回
答
し
た
人
が
36
・
７
％
と
な

り
、
全
体
の
約
５
割
の
方
に
１

つ
以
上
の
効
果
が
み
ら
れ
る
と

い
う
結
果
に
な
り
ま
し
た
。
ま

た
、
管
理
栄
養
士
や
保
健
師
が

行
っ
た
講
話
に
つ
い
て
も
「
満

足
し
た
」「
勉
強
に
な
っ
た
」
と

回
答
し
た
方
が
87
・
７
％
で
あ

り
、
通
い
の
場
へ
の
専
門
職
の

介
入
が
高
齢
者
へ
の
フ
レ
イ
ル

に
対
す
る
意
識
づ
け
に
つ
な

が
っ
た
と
感
じ
て
い
ま
す
。

◆
高
齢
者
の
保
健
事
業
と
介
護

予
防
の
一
体
的
実
施
事
業
の
今

後
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

 

本
事
業
で
初
め
て
体
力
測
定

を
行
っ
た
地
区
も
あ
っ
た
た
め
、

実
際
の
自
分
の
体
力
測
定
の
結

果
を
見
て
、
驚
い
た
り
喜
ん
だ

り
と
様
々
な
反
応
が
あ
り
ま
し

た
。
実
際
に
自
分
の
身
体
機
能

を
数
値
と
し
て
み
る
機
会
は
あ

ま
り
な
い
た
め
、
参
加
者
に
と
っ

て
こ
の
数
値
は
自
己
評
価
の
し

や
す
い
指
標
と
な
り
、
フ
レ
イ

ル
予
防
や
健
康
へ
の
き
っ
か
け

づ
く
り
と
な
る
こ
と
を
改
め
て

感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

令
和
５
年
度
は
、
５
か
所
の

み
の
実
施
で
し
た
が
、
町
民
の

さ
ら
な
る
健
康
へ
の
意
識
づ
け

や
健
康
寿
命
延
伸
を
目
指
し
、

よ
り
多
く
の
通
い
の
場
で
の
ア

プ
ロ
ー
チ
も
検
討
し
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

通いの場での健康質問票記入の様子 通いの場参加者への配付物
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ただいまただいまただいまこくほこくほこくほ

最最最前前前線線線

【私の街自慢】
　上三川町は田舎暮らしにぴったりです。町の中央部を国道４号、北には北関東自動車道、
西にはJR宇都宮線が通っているため、通勤・通学にうれしい、交通の便に恵まれているま
ちです。また、北部には大型商業施設があり、お買い物にも困りません。栃木県でも有数な
野菜の産地なので、おいしいお野菜がお手ごろ価格で手に入ります。

【趣味・特技】
　美術館や博物館に行くことです。自身で絵を描くこともあります。

【健康法・ストレス解消法】
　好きなことをすることが一番だと考えております。好きな音楽を聴き、好きな絵を描いて
いる時間が私の癒しの時間です。運動も兼ねてウォーキングしつつスケッチをするのが理想
的ですが、最近は猛暑もあるため、外に出ていません。

【国保事務を担当しての感想・意見など】
　マイナ保険証への移行に伴い、全体の業務が増えたように感じます。新しい単語や業務に
戸惑い、先が見えず不安になることもありますが、一つひとつをこなしていけたらと思って
います。

【最近気になること】
　上三川町は役場の庁舎改修工事に入ります。慣れた環境がなくなるのは寂しいですが、新
しくきれいになる庁舎にワクワクしています！

国保経験年数
3 年 5 カ月

上三川町　住民課
国保年金係

“好き”で暑さを
乗り切ろう！！

呉
くれ

井
い

　 江
え

利
り

佳
か
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ただいまただいまただいまこくほこくほこくほ

最最最前前前線線線

歴史溢れる街！
壬生町！

国保経験年数
1 年 3 か月

壬生町　住民課
国保年金係

【私の街自慢】
　壬生町は歴史ある町です。現在は城址となっていますが、壬生城は江戸時代には将軍家の
日光社参の宿城として使用されていました。壬生城址周辺には趣が感じられる蘭学通りとい
う通りがあります。夏には通りで祭りが開催されたり、最近は周辺に新たな飲食店ができた
りしています。

【趣味・特技】
　読書、おいしいものを食べること・バドミントン

【健康法・ストレス解消法】
　平日はほとんど運動していないので、休日はよく散歩しています。健康を意識して徐々に
筋トレも始めていきたいと思っています。ストレス解消法は、たくさん寝ること、休日に友
人に会うことです。

【国保事務を担当しての感想・意見など】
　国保事務に従事して1年以上経ちますが、まだまだ分からないことばかりで、周りの方々
に支えられながら日々の業務にあたっています。窓口や電話対応で、住民の方にお礼の言葉
をいただく瞬間はやりがいを感じます。今後も引き続き学びつつ、知識を身に着けていきた
いと思います。　

【最近気になること】
　サウナが気になっています。暑いのは得意ではありませんが、整う感覚を感じてみたいです。

加
か

藤
とう

　 舞
まい
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迎
え
、「
国
民
健
康
保
険
滞
納
整
理
の

基
本
」、「
不
動
産
の
差
押
え
、換
価
（
配

当
・
充
当
）」
と
題
し
、
講
義
が
行
わ

れ
ま
し
た
。
講
義
に
お
い
て
川
井
氏
は
、

「
滞
納
整
理
を
行
う
に
あ
た
り
、
現
年

度
分
を
優
先
し
て
徴
収
す
る
こ
と
。
現

年
度
収
納
率
を
上
げ
る
こ
と
に
よ
り
、

翌
年
度
へ
の
繰
越
分
も
少
な
く
な
る
。」

と
話
し
、
現
年
度
分
国
保
税
納
付
の
重

要
性
を
主
張
し
ま
し
た
。
ま
た
、「
納

付
方
法
を
口
座
振
替
に
切
り
替
え
る
こ

と
で
、
確
実
な
納
付
に
繋
が
り
、
現
年

度
分
収
納
率
の
向
上
が
期
待
で
き
る
。」

と
話
し
、
保
険
税
の
口
座
振
替
登
録
の

働
き
か
け
を
行
う
よ
う
、
参
加
者
に
対

し
訴
え
ま
し
た
。

今
年
度
は
、
講
義
後
に
演
習
と
し
て

納
付
折
衝
の
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
が
行
わ
れ

ま
し
た
。
参
加
者
は
４
つ
の
グ
ル
ー
プ

に
分
か
れ
、
提
示
さ
れ
た
滞
納
事
例
に

令
和
６
年
８
月
２
日
（
金
）
本
会
９

階
大
会
議
室
に
お
い
て
、
国
民
健
康
保

険
税
の
徴
収
事
務
担
当
に
着
任
し
て
１

～
２
年
目
程
度
の
市
町
職
員
を
対
象
に

「
令
和
６
年
度
保
険
料
（
税
）
徴
収
事

務
担
当
者
研
修
会
（
基
礎
編
）」
が
開

催
さ
れ
ま
し
た
。
本
研
修
会
は
、
国
民

健
康
保
険
税
の
徴
収
事
務
に
従
事
し
て

い
る
市
町
の
初
任
担
当
者
が
、
徴
収
事

務
を
円
滑
に
進
め
て
い
く
う
え
で
の
基

礎
的
な
知
識
を
習
得
す
る
こ
と
で
、
国

民
健
康
保
険
税
の
収
納
率
向
上
を
目
指

す
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

研
修
会
の
講
師
に
は
、
昨
年
に
引
き

続
き
神
奈
川
県
横
浜
市
に
お
い
て
滞
納

整
理
指
導
員
を
務
め
る
川
井
幸
生
氏
を

限
度
の
生
活
を
営
む
た
め
に
は
、
徴
収

職
員
で
あ
る
皆
さ
ま
の
頑
張
り
が
必
要

で
あ
る
。
大
変
な
こ
と
も
あ
る
と
思
う

が
、
今
後
も
粘
り
強
く
、
徴
収
事
務
に

あ
た
っ
て
い
っ
て
ほ
し
い
。」
と
述
べ

参
加
者
を
激
励
し
ま
し
た
。

研
修
会
後
に
参
加
者
を
対
象
と
し
て

実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
「
税
に
係

る
業
務
を
長
年
務
め
て
こ
ら
れ
た
方
の

経
験
に
基
づ
く
貴
重
な
話
を
聞
く
こ
と

が
で
き
て
良
か
っ
た
。」、「
ロ
ー
ル
プ

レ
イ
を
交
え
て
の
研
修
は
、
滞
納
整
理

の
基
本
で
あ
る
納
税
相
談
に
役
立
つ
と

感
じ
た
。」
な
ど
の
声
が
あ
が
り
、
参

加
者
に
と
っ
て
大
変
実
り
あ
る
研
修
会

と
な
り
ま
し
た
。

研修会講師の川井幸生氏

ロールプレイの様子

REPORT
リポート

令
和
６
年
度
保
険
料
（
税
）
徴
収

事
務
担
当
者
研
修
会
（
基
礎
編
）

つ
い
て
滞
納
者
・
市
町
職
員
の
そ
れ
ぞ

れ
の
立
場
に
な
っ
て
納
付
折
衝
を
行
い

ま
し
た
。
ま
た
、
滞
納
者
・
市
町
職
員

役
以
外
の
参
加
者
は
、
そ
の
様
子
を
観

察
し
、
実
演
後
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を

行
い
ま
し
た
。
本
演
習
で
は
参
加
者
全

員
が
役
に
な
り
き
り
、
白
熱
し
た
納
付

折
衝
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

研
修
会
の
最
後
に
川
井
氏
は
、「
憲

法
で
保
障
さ
れ
て
い
る
生
存
権
に
は
、

社
会
福
祉
、
社
会
保
障
、
公
衆
衛
生
の

向
上
等
が
含
ま
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
税

金
が
な
い
と
実
現
で
き
な
い
。
国
保
被

保
険
者
が
健
康
に
し
て
文
化
的
な
最
低
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第１回目は、栃木市にある「平柳星宮神社」についてご紹介いた
します。当社は、もともと栃木市大平町にありましたが、永享２年
（1432年）に現在の所在地に移転しました。

神仏習合時代に「広大な宇宙のような無限の知恵を慈悲を持った
菩薩」という意味を持つ虚空蔵菩薩が合祀されていた背景から、そ
のお使いとされる『うなぎ』をお祀りしています。境内には12個の
干支の印がうなぎを囲む「なでうなぎ」という像が設置されており、
うなぎと自身の干支をなでることで身体健全・家内安全・事業繁栄
などのご利益を授かることができるとされています。

今回より新企画としてスタートした“御朱印でめぐる 栃木の社寺”では、御朱印集めが
趣味の筆者が栃木県内の社寺を参拝し、そのみどころや歴史についてご紹介いたします。

今回は８月限定で頒布される御朱印をいただきました！「夏夜（かや）」の二文字と花
火が配しており涼しげなデザインです。シンプルなデザインながら綺麗で筆者はとても気
に入りました。

栃木県内にはたくさんの社寺があります。御朱印も社寺ごとにデザインが異なり特別感
があってワクワクします。
皆様もお近くの社寺を訪れ、神秘的な雰囲気に癒されてみてはいかがでしょうか？

●

●

●

丸亀製麺

えんてんか

ピッツェリア

309

117
新
栃
木
駅

3

32

巴
波
川

平柳星宮
神社

― 所在地 ―

栃木県栃木市平柳町 1-23-26

《平柳星宮神社》
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国保連合会からのお知らせ

国民健康保険のしくみや制度、給付内容等、被保険者に対し国民健康保険を啓発するパンフ
レットを作成いたしました。各市町に配付済みです。本会ホームページのトップページ上にも
掲載しておりますので、是非ご確認ください。

特定健診受診率向上支援事業として、受診啓発用横断幕をJR宇都宮駅西口ペデストリアンデッ
キに掲出しました。（掲出期間：令和６年６月３日～令和６年７月31日まで）

被保険者啓発用パンフレット「わたしたちの国民健康保険」の令和６年度版を
作成配付しました

特定健診受診啓発用横断幕を掲出しました

栃木県国民健康保険団体連合会「栃木の国保」37



国保連合会からのお知らせ

「国保税口座振替勧奨ポスター」、「被保険者証兼高齢受給者証更新時ポスター」を作成いたしま
した。各市町に配付済みです。本会ホームページのトップページ上にも掲載しておりますので、是
非ご確認ください。
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編
集
後
記

虫
歯
が
一
本
も
な
い
こ
と
が
自
慢

だ
っ
た
の
に
、
先
日
定
期
健
診
に
行

っ
た
と
こ
ろ
虫
歯
が
見
つ
か
り
ま
し

た
。
歯
医
者
で
は
歯
の
磨
き
方
を
丁

寧
に
指
導
さ
れ
、
今
ま
で
で
た
ら
め

な
は
み
が
き
を
し
て
い
た
ん
だ
な
あ

…
と
い
う
気
付
き
が
あ
っ
た
と
と
も

に
、
大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
ま
し

た
。今

年
度
の
特
別
寄
稿
は
、
歯
と
口

腔
の
健
康
づ
く
り
を
テ
ー
マ
と
し
て
、

口
内
環
境
が
我
々
の
健
康
に
ど
う
関

わ
っ
て
い
る
の
か
分
か
る
内
容
に
な

っ
て
お
り
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
一
読
い
た

だ
き
、
健
康
な
歯
を
保
つ
こ
と
へ
の

意
識
向
上
に
繋
げ
て
い
た
だ
け
れ
ば

幸
い
で
す
。

�

（ 

M
・
Ｕ 

）

各種ポスターを作成配付しました

国保税口座振替勧奨ポスター 被保険者証兼高齢受給者証更新時ポスター
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https://youtu.be/QZzgsJTRV-E

